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第１節　農林漁業関係の税制

１　国税に関する改正

　平成22年度における国税の改正は、「控除から手当
へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の
観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい
公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に
立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目に
わたる所要の措置を一体として講じられた。
　農林漁業関係税制については、農業者等の経営支
援、循環型社会の構築、農山漁村の活性化、森林・林
業の活性化、水産業の活性化のための各種の税制上の
特例措置を講ずるほか、期限の到来する特例措置の適
用期限の延長及び一部見直し等所要の措置が講じられ
た。
　各税法の改正法の施行日は原則として平成22年４月
１日である。

⑴　所得税法
　創設・拡充事項
ア　生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによ
る各保険料控除の合計適用限度額を12万円とした。
ア　平成24年１月１日以後に締結した保険契約等に
係る控除
ａ　平成24年１月１日以後に生命保険会社又は損
害保険会社等と締結した保険契約等（以下「新
契約」という。）のうち介護（費用）保障又は
医療（費用）保障を内容とする主契約又は特約
に係る支払保険料等について、一般生命保険料
控除と別枠で、適用限度額４万円の所得控除
（介護医療保険料控除）
ｂ　新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年
金保険料控除の適用限度額は、それぞれ４万円

ｃ　上記ａ及びｂの各保険料控除の控除額の計算
は次のとおり

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

ｄ　新契約については、主契約又は特約の保障内
容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等
を各保険料控除に適用

ｅ　異なる複数の保障内容が一の契約で締結され
ている保険契約等は、その保険契約等の主たる
保障内容に応じて保険料控除を適用

ｆ　剰余金の分配や割戻金の割戻し（以下「剰余
金の分配等」という。）については、主契約と
特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応
じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれ
の支払保険料等の額から差し引く

イ　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に
係る控除
　平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害
保険会社等と締結した保険契約等（以下「旧契
約」という。）については、従前の一般生命保険
料控除及び個人年金保険料控除（それぞれ適用限
度額５万円）を適用
ウ　新契約と旧契約の双方について保険料控除の適
用を受ける場合の控除額の計算
　新契約と旧契約の双方の支払保険料等について
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適
用を受ける場合には、上記アアｂ及びアイにかか
わらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料
控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計
額（上限４万円）
ａ　新契約の支払保険料等につき、上記アアｃの
計算式により計算した金額

ｂ　旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式
により計算した金額

（注）　上記の改正は、平成24年分以後の所得税に
ついて適用

イ　所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
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　寄附金控除の適用下限額を２千円（現行５千円）
に引き下げ（所法78）

ウ　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合
制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支
給する特例年金給付等に関する政令の一部改正によ
り、新たに支給されることとなる一時金（特例老齢
農林一時金）について、次の措置を講ずることと
なった。
ア　国税徴収法に規定する「退職手当等」として、
一定額までの差押えを禁止する財産に追加

イ　所得税法に規定する「退職手当等」とみなす
⑵　法人税法

　創設・拡充事項
ア　企業グループを対象とした法制度や会計制度が定
着しつつある中、税制においても、法人の組織形態
の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平
性等を確保する観点から、次の見直しを行った。
ア　グループ内取引等に係る税制
ａ　100％グループ内の法人間の資産の譲渡取引
等
⒜　連結法人間取引の損益の調整制度を改組
し、100％グループ内の内国法人間で一定
の資産の移転（非適格合併による移転を含
む。）を行ったことにより生ずる譲渡損益
を、その資産のそのグループ外への移転等の
時に、その移転を行った法人において計上す
る制度とした（法法61の13）。これに伴い、
適格事後設立制度を廃止

（注）　100％グループ内の法人とは、完全支配
関係（原則として、発行済株式の全部を直接
又は間接に保有する関係）のある法人をいう

⒝　100％グループ内の法人間の非適格株式交
換等を、非適格株式交換等に係る完全子法人
等の有する資産の時価評価制度の対象から除
外（法法62の９）

（注）　合併等の対価として一定の外国親法人株
式が交付されるものを除く

ｂ　100％グループ内の法人間の寄附
　100％グループ内の内国法人間の寄附金につ
いて、支出法人において全額損金不算入とする
とともに、受領法人において全額益金不算入
（法法25の２）
ｃ　100％グループ内の法人間の資本関連取引
⒜　100％グループ内の内国法人間の現物配当
（みなし配当を含む。）について、組織再編税

制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上
を繰り延べる等の措置を講じる（法法62の
５）。この場合、源泉徴収等を行わない

⒝　100％グループ内の内国法人からの受取配
当について益金不算入制度を適用する場合に
は、負債利子控除を適用しない（法法23）

⒞　100％グループ内の内国法人の株式を発行
法人に対して譲渡する等の場合には、その譲
渡損益を計上しない（法法61の２）

⒟　いわゆる無対価組織再編成について、その
処理の方法等を明確化

ｄ　中小企業向け特例措置の大法人の100％子法
人に対する適用
　資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法
人に係る次の制度については、資本金の額若し
くは出資金の額が５億円以上の法人又は相互
会社等の100％子法人には適用しないことする
（法法66、81の12）
⒜　軽減税率
⒝　特定同族会社の特別税率の不適用
⒞　貸倒引当金の法定繰入率
⒟　交際費等の損金不算入制度における定額控
除制度

⒠　欠損金の繰戻しによる還付制度
ｅ　連結納税制度
⒜　連結納税の開始又は連結グループへの加入
に伴う資産の時価評価制度の適用対象外とな
る連結子法人のその開始又は加入前に生じた
欠損金額を、その個別所得金額を限度とし
て、連結納税制度の下での繰越控除の対象に
追加（法法81の９）

⒝　連結納税の承認申請書の提出期限につい
て、その適用しようとする事業年度開始の日
の３月前の日（現行６月前の日）とする（法
法４の３）

⒞　事業年度の中途で連結親法人との間に完全
支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効
力発生日の特例制度について、加入法人のそ
の完全支配関係が生じた日（加入日）以後最
初の月次決算日の翌日を効力発生日とするこ
とができる制度に改組（法法14）

⒟　連結納税の開始又は連結グループへの加入
に伴う資産の時価評価制度について、その開
始又は加入後２月以内に連結グループから離
脱する法人の有する資産を時価評価の対象か
ら除外（法令122の12等）
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イ　資本に関係する取引等に係る税制
ア　みなし配当の際の譲渡損益（法法61の２）
ａ　100％グループ内の内国法人の株式を発行法
人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損
益を計上しない（再掲）

ｂ　自己株式として取得されることを予定して取
得した株式が自己株式として取得された際に生
ずるみなし配当については、益金不算入制度
（外国子会社配当益金不算入制度を含む。）を適
用しない

ｃ　抱合株式については、譲渡損益を計上しない
イ　清算所得課税
　清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行
します。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度
を整備する等の所要の措置を講ずる（法法５）。
また、連結子法人の解散を原則として連結納税の
承認の取消事由から除外（法法４の２）

ウ　その他
ア　適格合併等の場合における欠損金の制限措置等
について、実態に応じて適用要件を見直した（法
法57、62の７）

イ　分割型分割については、みなし事業年度を設け
ない（旧法法14）

ウ　売買目的有価証券、未決済デリバティブ取引に
係る契約等を適格分社型分割等により移転する場
合の処理について整備

エ　合併類似適格分割型分割制度を廃止（法法２）
オ　受取配当の益金不算入制度における負債利子控
除額の計算の簡便法の基準年度を見直す（法令
22）

カ　その他所要の措置を講じた
（注）　上記の改正は、アア、並びにウオを除き、平

成22年10月１日から適用する
⑶　消費税法

ア　事業者免税点制度の適用の見直し
　次の期間（簡易課税制度の適用を受ける課税期間
を除く。）中に、調整対象固定資産を取得した場合
には、当該取得があった課税期間を含む３年間は、
引き続き事業者免税点制度を適用しない（消法９）
ア　課税事業者を選択することにより、事業者免税
点制度の適用を受けないこととした事業者の当該
選択の強制適用期間（２年間）

イ　資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業
者免税点制度を適用しないこととされる設立当初
の期間（２年間）

（注１）　上記の改正は、アに該当する場合には平成

22年４月１日以後に課税事業者選択届出書を提
出した事業者の同日以後開始する課税期間から
適用し、イに該当する場合には同日以後設立さ
れた法人について適用

（注２）　調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資
産で100万円（税抜き）以上のもの

イ　簡易課税制度の適用の見直し
　アにより、引き続き事業者免税点制度を適用しな
いこととされた課税期間については、簡易課税制度
の適用を受けられない（消法37）

ウ　特定輸出貨物に係る保税地域間の運送について、
消費税が免税とされる輸出類似取引の範囲に追加
（消令17）
エ　資金決済に関する法律の制定に伴い、いわゆる
サーバ型前払式支払手段につき、消費税が非課税と
される物品切手の対象範囲に含まれることとする規
定の整備を行う（消令11）

⑷　租税特別措置法
ア　特例措置の創設・拡充等
ア　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組
合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組
合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部
改正により、新たに支給されることとなる一時金
（特例老齢農林一時金）について、次の措置を講
じる
ａ　国税徴収法に規定する「退職手当等」とし
て、一定額までの差押えを禁止する財産に追加

ｂ　所得税法に規定する「退職手当等」とみなす
イ　農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取
得した場合の課税の特例について、次の見直しを
行った
ａ　対象となる交付金等に米戸別所得補償モデル
事業交付金及び水田利活用自給力向上事業交付
金を追加

ｂ　対象となる法人から特定農業団体及びこれに
準ずる組織を除外（措法61の２）

イ　特例措置の適用期限の延長
　次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された
（アは３年、エは１年）。
ア　農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置
（資産の簿価譲渡）について、その適用期限の３
年延長（措法68の２）
イ　農林漁業者等が機械等を取得した場合の特別償
却制度（30％）又は税額控除制度（７％）につい
て、その適用期限を２年延長（措法10の３、42の
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６）
ウ　食品製造業者等の研究開発を行った場合の税額
控除制度（10％等）について、その適用期限を２
年延長（措法10、42の４）

エ　ハウス栽培等で使用する農林漁業用A重油に対
する課税の特例（輸入A重油に係る免税措置、国
産A重油に係る還付措置）（措法90の５、90の６）

ウ　特例措置の整理合理化
　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮
減された上、適用期限が２年延長された（アは１
年）。
ア　過疎地域における事業用設備等に係る特別償却
制度（10％等）の対象事業からソフトウエア業を
除外する等（措令６の３、28の９）

イ　産業活力再生特別措置法に基づき行う事業再構
築等に係る登記の税率の軽減措置（0.7%→0.35%
等）について、次の登記にあっては軽減税率が適
用される資本金の額の上限を3,000億円までの部
分とする（措法80）
ⅰ　株式会社の設立及び資本金の額の増加の登記
ⅱ　合併又は分割による株式会社の設立又は資本
金の額の増加の登記における純増部分の登記

エ　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
ア　資源再生化設備等（食品循環資源再生利用設
備、木質固形燃料製造設備）を取得した場合の特
別償却制度（14％）（旧措法11の６、44の６）

イ　特定設備等（産業廃棄物処理用設備）を取得し
た場合の特別償却制度（14％）（旧措規５の12、
20の６）

ウ　海外投資等損失準備金制度（海外造林等）（旧
措法55）

エ　農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等
の所有権の移転登記の税率の軽減措置（旧措法
76）

オ　漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義
務の包括承継をした場合の不動産の所有権移転登
記等の税率の軽減措置（旧78）

カ　農林中央金庫等が行う組織再編による登記の税
率の軽減措置（旧80の３）

キ　独立行政法人農林漁業信用基金が旧法人から承
継して権利又は資産の承継に伴う登記等の免税措
置（旧84の３）

２　地方税に関する改正

　平成22年度税制改正においては、「控除から手当
へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の
観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい
公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に
立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目に
わたる所要の措置を一体として講じられた。

⑴　道府県民税及び市町村民税
　創設事項
ア　生命保険料控除の改組（地法34、314の２）
　生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによ
る各保険料控除の合計適用限度額を７万円
ア　平成24年１月１日以後に締結した保険契約等に
係る控除
ａ　平成24年１月１日以後に生命保険会社又は損
害保険会社等と締結した保険契約等（以下「新
契約」という。）のうち介護（費用）保障又は
医療（費用）保障を内容とする主契約又は特約
に係る支払保険料等について、一般生命保険料
控除と別枠で、適用限度額2.8万円の所得控除
（介護医療保険料控除）
ｂ　新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年
金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万
円

ｃ　上記ａ及びｂの各保険料控除の控除額の計算
は次のとおり

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

　
ｄ　新契約については、主契約又は特約の保障内
容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等
を各保険料控除に適用

ｅ　異なる複数の保障内容が一の契約で締結され
ている保険契約等は、その保険契約等の主たる
保障内容に応じて保険料控除を適用

ｆ　剰余金の分配や割戻金の割戻し（以下「剰余
金の分配等」という。）については、主契約と
特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応
じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれ
の支払保険料等の額から差し引く

イ　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に
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係る控除
　平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害
保険会社等と締結した保険契約等（以下「旧契
約」という。）については、従前の一般生命保険
料控除及び個人年金保険料控除（それぞれ適用限
度額3.5万円）を適用

ウ　新契約と旧契約の双方について保険料控除の適
用を受ける場合の控除額の計算
　新契約と旧契約の双方の支払保険料等について
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適
用を受ける場合には、上記アｂ及びイにかかわら
ず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控
除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額
（上限2.8万円）
ａ　新契約の支払保険料等につき、上記アｃの計
算式により計算した金額

ｂ　旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式
により計算した金額

（注）　上記の改正は、平成25年度分以後の個人住
民税について適用

イ　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合
制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支
給する特例年金給付等に関する政令の一部改正によ
り、新たに支給されることとなる一時金（特例老齢
農林一時金）について、次の措置を講ずる
ア　一定額まで差押えを禁止する財産とする
イ　退職手当等とみなす

⑵　不動産取得税
　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
ア　農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立す
るために不動産を現物出資した場合の非課税措置
（旧地法附則10③）
イ　農業協同組合・農事組合法人等が国の補助等を
受けて農業者等の共同利用のための施設を取得し
た場合の課税標準の特例措置（交付金相当額を軽
減）（旧地法附則10⑩）

ウ　農業委員会のあっせん等により農地等を取得し
た場合の課税標準の特例措置（３分の１控除）
（旧地法附則11③）
エ　農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化
事業の実施により農用地区域内の農地等を取得し
た場合等の課税標準の特例措置（旧地法附則11⑥）

オ　農協が他の農協から信用事業を譲り受けた場合
の不動産に係る課税標準の特例措置（旧地法附則

11 27）
⑶　固定資産税・都市計画税

ア　特例措置の延長事項
　次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された
（イは１年）。
ア　バイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例措置
（３年間２分の１控除）（地法附則15⑱）
イ　中核的地方卸売市場に係る課税標準の特例措置
（５年間３分の１控除）（地法附則15　42）

イ　特例措置の整理合理化等
　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮
減されたうえ、適用期限が２年延長された。
ア　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律に基づく管理施設に係る課税標準の特
例措置について、課税標準の特例率を22年度は３
分の２、23年度は４分の３（現行５年間３分の
２）（旧地法附則15　25）
イ　廃棄物再生処理用設備を取得した場合の課税標
準の特例措置について、食品循環資源再生処理装
置の課税標準の特例率を22年度は４分の３、23年
度は５分の４（現行３年間４分の３）とし、廃木
材破砕・再生処理装置、空びん洗浄処理装置につ
いては対象から除外（旧地法附則15⑪）
ウ　公害防止用設備を取得した場合の課税標準の特
例措置について、汚水又は廃液の処理装置の課税
標準の軽減率を３分の１（現行６分の１）とし、
それ以外の設備については対象から除外（地法附
則15②③、旧地法附則⑥⑦）

⑷　特別土地保有税
　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
　農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立するた
めに不動産を現物出資した場合の非課税措置の廃止
（旧地法附則31の２）

３　租特透明化法関係

（租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 
（平成22年第８号））

〔国　税〕
　租税特別措置の適用実態を明確にし、その効果の検
証に役立てる仕組みを構築するため、租税特別措置の
適用の実態を把握するための調査やその結果の国会へ
の報告等について定めることとなった。
※「租特透明化法」の概要については、次のとおり。
　租特透明化法の概要
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⑴　目的
　租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための
調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めるこ
とにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適
宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる
公平で透明性の高い税制の確立に寄与する。

⑵　対象とする租税特別措置
　対象とする「租税特別措置」は、租税特別措置法に
規定する措置・特例等のうち、特定の行政目的の実現
のために設けられたもの（租税特別措置法の条番号に
より特定）とする。

⑶　適用額明細書の提出義務
　法人税申告書を提出する法人であって法人税関係特
別措置（増収効果のあるもの等を除く。）の適用を受
けようとするものは、適用額明細書を当該法人税申告
書に添付しなければならないこととする。（平成23 年
４月１日以後終了する事業年度の申告から適用する。）
　なお、適用額明細書の提出及び適正な記載を担保す
るため、その不提出や虚偽記載については、やむを得
ない事情がある場合を除き、法人税関係特別措置を適
用しないこととする。
（注）　「適用額明細書」とは、法人税申告書を提出す

る法人が、その法人税申告書において適用を受け
る各法人税関係特別措置の内容、適用額（税額控
除額､ 特別償却限度額、準備金や積立金の額等）
等必要な事項を記載した一覧表をいう。

⑷　適用実態調査の実施
ア　財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用
額明細書に記載された事項を集計することにより、
法人税関係特別措置ごとの適用法人数、適用額の総
額等の適用の実態を調査する。

イ　上記のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の
実態を調査する必要があると認めるときは、税務署
長に提出される調書等を利用し、並びに行政機関そ
の他の関係団体に対し資料の提出及び説明を求める
ことができる。

⑸　報告書の作成と国会への提出
　財務大臣は、毎会計年度、上記⑷の調査により把握
した租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額、法人
税関係特別措置ごとの高額適用額その他の事項を記載
した適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内
閣は、これを国会に提出しなければならないこととす
る。
　なお、この報告書は、翌年１月に開会される国会の
常会に提出することを常例とする。

⑹　適用実態調査情報の提供
　行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣
に対し、適用実態調査により収集した情報（以下「適
用実態調査情報」という。）の提供を求めることがで
きることとする。

⑺　適用実態調査情報の管理・利用制限
　財務大臣及び行政機関の長等は、適用実態調査情報
を適正に管理することとし、適用実態調査情報の目的
外の利用や提供をしてはならないこととする。
　また、適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は
従事していた者に対して、守秘義務を課する。

〔地方税〕
　地方税における税負担軽減措置等の適用の実態の透
明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進する
ため、統計資料等による地方税における税負担軽減措
置等の適用実態の把握やその結果の国会への報告等に
ついて定めた（地方税法第757条～第759条）。
※地方税における税負担軽減措置等の透明化の概要に
ついては、次のとおり。
　地方税における税負担軽減措置等の適用の実態の透
明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進する
ため、地方税法において以下のような措置を講ずる。

⑴　対象
ア　地方税法に規定する税負担の軽減等に係る措置・
特例のうち、特定の行政目的の実現のために設けら
れたもの

イ　住民税及び事業税の税負担の軽減等のうち、法人
税等の租税特別措置の直接の影響を受けるもの

⑵　適用実態の把握等
　上記⑴アについては、地方税に関する統計資料（固
定資産の価格等の概要調書など）等により、その適用
実態を把握し、上記⑴イについては、財務大臣による
適用実態調査により収集された情報等に基づき、その
影響額を推計するものとする。

⑶　報告書の作成と国会への提出
　総務大臣は、毎会計年度、上記⑵により把握した適
用実態及び影響額の推計について報告書を作成し、こ
れを国会に提出しなければならないものとする。

⑷　財務大臣の情報提供等
　総務大臣は、上記⑵の適用実態の把握等を行うため
に、財務大臣に対し、参考となるべき資料又は情報の
提供その他の協力を求めることができるものとする。
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４　個人所得課税関係

　諸控除の見直し
〔国　税〕

⑴　扶養控除の見直し
ア　年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満
の者をいう。以下同じ。）に係る扶養控除のを廃止
（旧所法84①）
イ　特定扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳以上23
歳未満の者をいう。以下同じ。）のうち、年齢16歳
以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分（25
万円）を廃止し、扶養控除の額を38万円（所法84①）

ウ　扶養控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除
等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告
書並びに給与所得及び公的年金等の源泉徴収票につ
いてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要
の措置を講ずる
（注）　上記の改正は、平成23年分以後の所得税につ

いて適用
⑵　同居特別障害者加算の特例の改組

ア　扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者
である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額
に35万円を加算する措置（同居特別障害者加算の特
例措置）について、年少扶養親族に係る扶養控除の
廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円を加算
（所法79）
イ　アの見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告
書の記載事項及び当該申告書の提出された給与所得
に係る源泉徴収税額の計算の特例の整備を行うなど
所要の措置を講ずる
（注）　上記の改正は、平成23年分以後の所得税につ

いて適用

〔地方税〕
⑴　扶養控除の見直し

ア　年少扶養親族に係る扶養控除を廃止（地法34①
十一、314の２①十一）

イ　特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者
に係る扶養控除の上乗せ部分（12万円）を廃止し、
扶養控除の額を33万円（地法34①十一、314の２①
十一）
（注）　上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民

税について適用
⑵　同居特別障害者加算の特例の改組

　扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者で
ある場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23

万円を加算する措置（同居特別障害者加算の特例措
置）について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に
伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算（地法34④
⑤、314の２④⑤）
（注）　上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税

について適用
⑶　諸控除の見直しに伴う所要の措置

ア　個人住民税の非課税限度額制度等に活用するた
め、扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関
する事項を把握できるよう所要の措置を講ずる

イ　標準的な生活保護基準額を基礎としている個人住
民税の非課税限度額制度については、現行の仕組み
を維持します。なお、非課税限度額の水準について
は、子ども手当が導入された際の生活保護制度にお
ける取扱いを踏まえ、今後、検討

ウ　現行の調整控除について、年少扶養親族に係る扶
養控除の廃止等に伴う所要の措置を講ずる

エ　扶養控除の見直しに伴い、給与支払報告書及び公
的年金等支払報告書についてその記載事項及び様式
の見直しを行うなど所要の措置を講ずる

（注）　上記ア、ウ及びエの改正は、平成24年度分以後
の個人住民税について適用

５　金融・証券関係

⑴　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税措置の創設

　金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場
への参加を促進する観点から、平成24年から実施され
る上場株式等に係る税率の20％本則税率化にあわせ
て、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等の非課税措置を導入
ア　非課税措置の概要
ア　居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開
設した非課税口座において管理されている上場株
式等（以下「非課税口座内上場株式等」といいま
す。）に係る配当等でその非課税口座の開設の日
の属する年の１月１日から10年内に支払を受ける
べきもの（当該金融商品取引業者等がその配当等
の支払事務の取扱いをするものに限ります。）に
ついては、所得税及び個人住民税を課さない
イ　居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年
の１月１日から10年内にその非課税口座に係る非
課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への
売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡に
よる譲渡所得等については、所得税及び個人住民
税を課さないこととします。また、非課税口座内
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上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び
個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないも
のとみなす

イ　非課税口座
ア　「非課税口座」とは、居住者等（その年１月１
日において満20歳以上である者に限ります。）
が、上記イの非課税の適用を受けるため、金融商
品取引業者等の営業所に対し、その者の氏名、住
所等を記載した非課税口座開設届出書に非課税口
座開設確認書を添付して提出することにより平成
24年から平成26年までの各年において設定された
上場株式等の振替記載等に係る口座（１人につき
１年１口座に限る）をいう

イ　非課税口座には、その設定の日からその年12月
31日までの間に当該非課税口座を設定された金融
商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式
等（その非課税口座を設定した時からの取得対価
の額の合計額が100万円を超えない範囲内のもの
に限ります。）及び当該上場株式等を発行した法
人の合併等により取得する合併法人株式等のみを
受け入れることができる

ウ　非課税口座内上場株式等の範囲は、上場株式等
に係る10％軽減税率の対象となる上場株式等と同
様とする

ウ　非課税口座開設確認書の申請手続
ア　上記イの非課税口座開設確認書の交付を受けよ
うとする居住者等は、その者の氏名、住所等を記
載した交付申請書にその者の平成23年１月１日に
おける住所地を証する住民票の写し等を添付し
て、その者が最初に非課税口座を開設しようとす
る年の前年10月１日からその開設年の９月30日ま
での間に、金融商品取引業者等の営業所の長に対
して提出しなければならないこととする。当該申
請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所
の長は、その申請書に記載された事項をe-Tax等
を利用する方法により、すみやかに当該金融商品
取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に送
付しなければならないこととする

イ　当該申請書の記載事項の送付を受けた税務署長
は、その申請書の提出をした者につき、その送付
を受けた時以前に申請書の提出がないことを確認
しなければならないものとし、当該申請書の提出
がないことの確認をした税務署長は、申請者の氏
名、生年月日、基準日の住所等を記載した非課税
口座開設確認書を当該金融商品取引業者等の営業
所を通じてその申請書を提出した者に交付しなけ

ればならないこととする
エ　非課税口座年間取引報告書（仮称）の税務署長へ
の提出

　　金融商品取引業者等は、その年中に非課税の適用
　を受けた非課税口座内上場株式等に係る配当所得及
　び譲渡所得等の金額、非課税口座内上場株式等の残
　高等を記載した報告書を作成し、これを翌年１月31
　日までに、非課税口座が開設されていた金融商品取
　引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出し
　なければならないこととする

６　たばこ税関係

⑴ 国と地方のたばこ税の税率を次のように引き上げ
る。

ア　旧３級品以外の製造たばこ
　　　　　　　　　　　　　　　現行 　　改正　
国のたばこ税 1,000本につき 3,552円 5,302円　
地方のたばこ税 1,000本につき 4,372円 6,122円　
┌道府県たばこ税 1,000本につき 1,074円 1,504円┐
└市町村たばこ税 1,000本につき 3,298円 4,618円┘ 
合　計  1,000本につき 7,924円 11,424円　
イ　旧３級品の製造たばこ
　　　　　　　　　　　　　　　現行　　 改正　
国のたばこ税 1,000本につき 1,686円 2,517円　
地方のたばこ税 1,000本につき 2,075円 2,906円　
┌道府県たばこ税 1,000本につき 511円 716円┐
└市町村たばこ税 1,000本につき 1,564円 2,190円┘ 
合　計 1,000本につき 3,761円 5,423円　
（注１）旧３級品とは、専売納付金制度下において３

級品とされていた紙巻たばこをいう
（注２）上記のほか、特定販売業者以外の者により保

税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を
1,000本につき11,424円（現行7,924円）に引き上
げる

（注３）上記イについては、過去の実績からすれば、
１本につき５円程度の価格上昇が見込まれる

⑵　記の改正は、平成22年10月１日から適用
⑶　手持品課税を行う
⑷　その他所要の措置を講ずる

７ その他（市民公益税制関係、納税環境整
備関係）

⑴　市民公益税制（寄附税制）
ア　認定NPO法人に係る措置
　国税庁が行う特定非営利活動法人（以下「NPO
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法人」といいます。）の認定審査について、２回目
以降の認定は、原則として、書面審査により行うこ
ととし、適正性の確保については、事後的な実地確
認により行うこととします。併せて、認定手続の簡
素化等を図るため、次の見直しを行う
ア　初回の認定を受けようとするNPO法人のパブ
リック・サポート・テスト等の実績判定期間を２
年（原則５年）とすることができる特例の適用期
限を１年延長する

イ　認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業
年度の報告書類等について、次のとおり簡素化す
る
ａ　寄附者名簿について、初回の認定に係る申請
書の添付書類であることを明確化するととも
に、各事業年度の報告書類から除外し、５年間
保存することを義務付ける
（注）　これに伴い、上記の保存義務違反を認定

の取消事由に追加する
ｂ　事業報告書等の所轄庁から入手することがで
きる書類を申請書の添付書類及び各事業年度の
報告書類から除外し、国税庁長官が所轄庁から
これらの書類又はその写しの提出を受けること
とする
（注）　これに伴い、NPO法人が特定非営利活

動促進法の規定により所轄庁に対し事業報
告書等の提出をしていることを認定要件に
追加する

ｃ　「報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名
及びその金額に関する事項」を閲覧事項及び各
事業年度の報告事項から除外する

ｄ　「社員の親族割合又は特定法人等割合に関す
る事項」を閲覧事項及び各事業年度の報告事項
から除外

ｅ　「財産の運用及び事業運営の状況等」の書類
について、２回目以降の認定申請の際には、既
に各事業年度の報告書類に記載した事項の記載
を不要

ｆ　認定要件の該当性や申請書類の記載内容を確
認するための参考書類としてNPO法人が提出
を求められる書類をより明確化する観点から、
国税庁の「認定NPO法人制度の手引」等にそ
の事例を明示するなどの施策を講じる

ウ　NPO法人の認定申請の標準処理期間（６月）
を設定し、これを国税庁のホームページで公表す
る

エ　各都道府県庁所在地にある税務署にNPO法人

の認定申請の相談窓口を設けるなど事前相談体制
を充実するとともに、審査体制を強化する

イ　所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
　寄附金控除の適用下限額を２千円（現行５千円）
に引き下げる

⑵　納税環境整備
ア　租税に関する罰則の見直し
　課税の適正化を図り、税制への信頼を確保する観
点から、租税に関する罰則（国税関係）について、
次の措置を講ずる
ア　脱税犯に係る法定刑の引上げ等
ａ　脱税犯に係る法定刑の引上げ
⒜　直接税及び間接税等の脱税犯に係る懲役刑
の上限を10年（現行５年（源泉所得税に係る
ものは３年））に引き上げる。ただし、航空
機燃料税及び電源開発促進税については５
年（現行３年）とし、印紙税については３年
（現行１年）とする
⒝　直接税及び間接税等の脱税犯に係る罰金刑
の上限（定額部分）を、直接税及び消費税に
ついては1,000万円（現行500万円）に、間接
税等（消費税、航空機燃料税及び電源開発促
進税を除く。）については100万円（現行50万
円（印紙税は20万円））にそれぞれ引き上げ
る。ただし、源泉所得税不納付犯に係るもの
は200万円（現行100万円）とし、源泉所得税
不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係るも
のは100万円（現行50万円）とする

ｂ　所得税の脱税犯の対象に、非居住者の給与等
につき源泉徴収を受けない場合の申告に係るも
のを追加

ｃ　滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税
者又はその財産を占有する第三者については
250万円（現行50万円）に、これらの者の相手
方については150万円（現行30万円）にそれぞ
れ引き上げ

ｄ　所得税（源泉所得税に係るもの）、航空機燃
料税及び電源開発促進税の納税者の代理人等
（行為者）が、納税者の業務等に関して脱税に
係る違反行為をした場合における納税者の業務
主（法人又は業務主たる個人）としての罪の公
訴時効期間は、代理人等（行為者）に係る罪の
公訴時効期間による

イ　秩序犯に係る法定刑の引上げ等
ａ　秩序犯に係る法定刑の引上げ
⒜　間接税等の申告書不提出犯、検査忌避犯、
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虚偽帳簿書類提示犯、記帳義務違反犯、免税
物品の不正譲受渡犯及び免税用途外消費等の
秩序犯（印紙税法25条２号、26条に規定する
ものを除く。）並びに国税徴収法に規定する
検査忌避等の秩序犯に係る罰則について、直
接税と同様に、１年以下の懲役刑を設ける
（現行は罰金刑のみ）
⒝　直接税及び間接税等の秩序犯並びに国税通
則法、国税徴収法、租税条約の実施に伴う所
得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関
する法律、清酒製造業等の安定に関する特別
措置法及び内国税の適正な課税の確保を図る
ための国外送金等に係る調書の提出等に関す
る法律に規定する検査忌避等の秩序犯に係る
罰則について、罰金刑の上限を50万円に引き
上げる。ただし、印紙税法（25条２号、26
条）、国税通則法（126条）及び租税特別措置
法（66条の４第12項、68条の88第11項）に規
定するものは30万円

⒞　納税貯蓄組合法（14条）及び清酒製造業等
の安定に関する特別措置法（19条）に規定す
る過料の上限を10万円に引き上げ

ｂ　申告書不提出犯の対象に、相続税法及び租税
特別措置法に規定する義務的修正申告書及び義
務的期限後申告書を提出しない場合を追加

ｃ　間接税等に設けられている科料規定を廃止

第２節　農業経営政策

１　農業経営基盤強化促進法の運営

　農業経営の規模拡大と農用地の効率的な利用の促進
を図ることを目的に、昭和50年に農業振興地域の整備
に関する法律の一部改正により農用地利用増進事業が
創設された。また、昭和55年にはこの事業をさらに発
展させ、地域全体として農業生産力の増進を図るた
め、農用地利用増進法が制定された。
　その後、近年の農業・農村をめぐる状況の変化に対
応して、平成５年、「効率的かつ安定的な農業経営を
育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担
うような農業構造を確立するための措置を総合的に講
じ、農業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、農
用地利用増進法を一部改正し、法律名を「農業経営基
盤強化促進法」（以下「基盤強化法」という。）と改
め、現在に至っている。主な制度の内容とその運用状
況等については、下記のとおりである。

⑴　農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等の
作成

　都道府県及び市町村が、それぞれ農業経営基盤の強
化のため、基本方針（基盤強化法第５条の規定に基づ
き都道府県が定める農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針をいう。以下同じ。）及び基本構想（基盤
強化法第６条の規定に基づき市町村が定める農業経営
基盤の強化の促進に関する基本的な構想をいう。以下
同じ。）を作成し、農業経営基盤の強化の促進に関す
る目標、育成すべき農業経営に関する目標、効率的か
つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集
積に関する目標等を定めることとしている。なお、基
本構想策定市町村数（特別区を含む。）は、平成22年
３月末時点で1661（特別区を含む全1,750市町村中）
となった。

⑵　農業経営改善計画の認定制度
　農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方
式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業
経営の改善を図るための農業経営改善計画を、市町村
が基本構想に照らして認定する。
 この認定農業者に対しては、日本政策金融公庫によ
る低利融資、農業委員会による農地利用集積の支援、
税制上の特例措置等の施策を重点的に実施することと
している。なお、認定農業者数については、平成22年
３月末時点で249,376（前年同月比3,271（1.3％）の増
加）となった。

⑶　農業経営基盤強化促進事業
　市町村が基本構想で明らかにした育成すべき効率的
かつ安定的な農業経営を育てていくため、農業経営基
盤の強化を総合的に推進することとしている。
ア　利用権設定等促進事業
　貸し借りを中心に農用地等の権利移動を円滑に進
める事業で、市町村が農地の貸し手、借り手の間を
調整して、権利の設定、移動をまとめた「農用地利
用集積計画」を作成、公告することにより農用地等
の貸借、売買を行うものである。

イ　農地保有合理化事業の実施を促進する事業
　農地保有合理化法人が行う農地売買等事業等の農
地保有合理化事業の実施を促進するものである。

ウ　農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
　農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事
業等の農地利用集積円滑化事業の実施を促進するも
のである。

エ　農用地利用改善事業
　一定地域内の農業者等が協力し、作付地の集団
化、農作業の効率化等及びこれらを実施するに当
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たって必要となる農地利用調整等を進めるための申
し合わせ（農用地利用規程）を持った組織を作り、
その意向に基づき農用地の有効利用と総合的な農業
生産力の向上を進め、事業を促進するものである。
なお、特に農用地の受け手がいない地域等、将来の
農業の担い手の確保に不安がある地域においては、
地域の農用地の利用を集積して適切に管理し、有効
利用する農業生産法人や団体を農用地利用規程に明
確化（特定農業法人・特定農業団体）し、当該法
人・団体への農用地の利用集積を円滑に推進するた
めの支援措置を講じている。なお、平成22年３月末
時点で、農用地利用改善団体数は4,279（前年同月
比150（3.6％）の増加）、特定農業法人数は892（前
年同月比99（12.5％）の増加）、特定農業団体数は
1,802前年同月比41（2.2％）の減少）となった。

オ　その他農業経営基盤の強化を促進する事業
　地域の労働力、機械、施設を有効的に利用するた
めに、農作業受委託のあっせん、受託農業者の組織
化等により農作業の受委託を促進するとともに、農
業従事者の養成及び確保を促進しようというもので
ある。

２　水田・畑作経営所得安定対策

　我が国の米を中心とした水田農業などの土地利用型
農業については、依然、生産構造が脆弱であることか
ら、地域農業を支える意欲ある経営体の経営の安定化
により、土地利用型農業の体質を強化し、食料の安定
供給を図ること等が課題である。
　このため、水田作及び畑作の土地利用型農業を営む
農家の経営安定を図るため、生産条件不利補正対策及
び収入減少影響緩和対策を措置した。
　なお、22年度は米の所得補償モデル事業が実施され
ることになったため当該事業の変動部分と収入減少対
策の交付金の調整措置を講じた。

⑴　対策の概要
ア　対象農産物
　本対策の対象となる農産物は、
①　国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要な
ものであること

②　①に該当する他の農産物と組み合わせた生産が
広く行われているものであること

という要件を満たす、米、麦、大豆、てん菜及びで
ん粉原料用に供するばれいしょの５品目としている。
　なお、生産条件不利補正交付金の対象となる特定
対象農産物については、対象農産物のうち、国境措
置が十分に高い水準にあり現時点において諸外国と

の生産条件の格差から生ずる不利が顕在化していな
い米を除いた、４品目としている。

イ　対象農業者
　本対策の対象となる農業者は、将来的に効率的か
つ安定的な農業経営となり、他産業並みの所得を確
保し得る農業経営に発展していく努力を促す観点か
ら、認定農業者は4ha以上（北海道10ha以上）、集
落営農組織は20ha以上の経営規模を有することを
原則としている。
　これに加え、農地が少ない場合の物理的特例や複
合経営の場合の所得特例などの各種特例を設けてい
るほか、平成20年産からは市町村特認制度を創設
し、地域農業の担い手として市町村が認めた場合に
は、面積にかかわらず加入できることとしている。

ウ　生産条件不利補正交付金
　我が国は、諸外国に比べて農業の生産条件が不利
であるため、諸外国との生産コストの格差が存在
し、個々の農業者による自助努力だけでは経営が成
立し得る収入が得られない状況にある。
　このため、コスト格差の下でもこれらの農業に係
る担い手の経営安定が図られるよう、標準的な生産
費が国内における標準的な販売価格を上回る対象農
産物（＝特定対象農産物）について、当該生産条件
の格差に起因する不利の補正を補塡するための交付
金（生産条件不利補正交付金）を交付することとし
ている。

エ　収入減少影響緩和交付金
　農産物の生産については豊凶変動等の需給変動が
あるため、これを原因として収入の予期せぬ減少が
生じた場合には、経営に深刻な影響を与え、食料の
安定供給の確保にも支障を来すこととなるおそれが
ある。
　こうした農業収入の減少は、農業経営に伴う必然
的なリスクであるため、個々の農業者自らの対応が
求められるものであるが、豊凶変動等の需給変動は
経営規模の大きい農業者ほどその影響が甚大となる
中で、これを放置した場合には、国民に対する食料
の安定供給の確保という国の農業政策上最も重要な
政策課題の達成ができなくなる。
　このため、
①　対象農産物に係る当年産の収入が、
②　対象農産物に係る標準的な収入を下回った場合
において、
③　農業者と国による拠出の範囲内で当該減少した
額の一部を補塡する
ための交付金（収入減少影響緩和交付金）を交付す
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ることとしている。
　なお、平成22年産については、戸別所得補償モデ
ル対策に伴い、両制度の補塡内容が重複しないよう
にするため、収入減少影響緩和対策における米の補
塡額を計算する際に、米戸別所得補償モデル事業に
おける変動部分の交付金額を控除することとした。

⑵　平成22年産の加入申請状況
　平成22年産の水田・畑作経営所得安定対策について
は、同対策に加入する農家を対象とした加入申請受付
を、平成22年４月１日から同年６月30日までの間に
行った。（口蹄疫の発生のあった熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県については、８月31日まで延長して受
付を実施）
　この結果、全国で83,492経営体、うち認定農業者
78,006経営体、集落営農組織5,486経営体となった。こ
のうち、平成20年産から創設された市町村特認による
加入は12,498経営体となった。
　各品目毎の22年産作付計画面積は、
　・　米 497,322ha
　・　４麦 255,426ha
　・　大豆 114,066ha
　・　てん菜 62,347ha
　・　でん粉原料用 21,197ha
　　　ばれいしょ
　となった。

３　担い手の育成・確保

⑴ 意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確
保

　食料・農業・農村基本計画（平成22年３月閣議決
定）においては、戸別所得補償制度の導入により、意
欲あるすべての農業者が農業を継続できる環境を整備
するとともに、農業経営の多角化・複合化等の６次産
業化による付加価値の向上分を経営に取り入れる取組
を後押しすること等により、競争力ある経営体の育
成・確保を図ることとしている。
　具体的には、地域農業の担い手となる家族農業経営
や法人経営については、経営規模の拡大や経営の多角
化・複合化等の取組による経営改善の促進を、小規模
農家や兼業農家も参加した集落営農については、地域
農業の生産性向上や農業生産活動の維持のための組織
づくりの推進を、地域や経営体の実態に合わせて、支
援することとしている。
　22年度においては、戸別所得補償制度モデル事業に
より、担い手を含めた意欲ある農業者の経営の安定を
図るとともに、意欲ある農業者の資金調達を支援する

ための低利融資や無担保、無保証人での融資、経営規
模の拡大や経営の多角化を図るために必要な農業用機
械・施設等の整備に係る支援、新規就農者の農業技
術・ノウハウ取得のための研修支援等を行った。

⑵　担い手のニーズに即した支援
　22年度における担い手向けの主な支援策は次のとお
り。
ア　経営体育成交付金
　経営体に対するハード支援を、市町村が策定する
１つの計画で一括して、複数年にわたる取組を支援。

（予算額　81億4,500万円）
（補正予算額　５億8,400万円）

イ　農畜産業機械等リース支援事業（経営体育成型）
　意欲ある農業者の経営改善・発展を計画的に促進
するために必要となる農業機械等のリース導入を支
援。

（予算額　４億４千万円）
ウ　農業主導型６次産業化整備事業
　６次産業化を図ろうとする農業法人等が、経営を
複合化・多角化するために必要となる加工機械の導
入や販売施設の整備等を支援。

（予算額　６億3,600万円）
エ　農地利用集積事業
　農地利用集積円滑化事業により利用権設定された
農地面積に応じて交付金（２万円/10a）を交付。

（予算額　40億200万円）
オ　農地制度実施円滑化事業
　農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できる
よう、農地の利用調整や農地に関する相談等の活動
に対して支援。

（予算額　107億4,200万円）
カ　農の雇用事業
　農業法人等への雇用就農を促進するため、農業法
人等が新規雇用者に対して実施する基礎的な技術・
ノウハウを習得するための実践研修等を支援。

（予算額　21億1,500万円）
キ　スーパー L資金等の金利負担軽減措置
　認定農業者が借り入れるスーパー L資金及び農業
近代化資金について、資金繰りに余裕がない貸付当
初５年間の金利負担を軽減。

（融資枠　1,500億円）
ク　農業経営資金繰り円滑化特別保証事業
　経営意欲のある農業者の資金繰り支援のため、運
転資金について、無担保無保証人の特別保証枠の設
定。

（保証枠　700億円）
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ケ　農業経営基盤強化準備金制度
　水田・畑作経営所得安定対策の交付金等を準備金
として積み立てた場合、積立金の損金算入が可能。

第３節　災害対策

　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
は、国内観測史上最大規模の地震であり、大規模な津
波を伴い、被災区域が東日本全域に及ぶ未曾有の大災
害を引き起こした。この地震や津波、また、その後発
生した余震により、漁港、漁船、農地・農業用施設、
治山施設、木材加工施設、林地、農作物等に被害が
発生し、農林水産関係被害は約23,704億円の被害額と
なっている。
　その他、平成22年度は、風水害による被害が顕著で
あった。
　台風については、年間の発生数が14個と1951年の気
象庁の統計開始以降最も少なかったものの、梅雨前線
の停滞、鹿児島県奄美地方での大雨や12月下旬以降の
大雪の影響により、多くの人的被害や住家被害等が発
生した。また、３月下旬からの低温や降霜等により、
農作物への被害が発生した。火山噴火では、鹿児島県
と宮崎県の境に位置する霧島山の新燃岳が噴火し、周
辺地域に降灰による被害が発生した。これらの災害に
より、農地・農業用施設、林地、林道、農作物、営農
施設、漁港、漁業用施設等に被害が発生し、平成22年
度の農林水産関係被害は、農林水産物で約125億円、
農林水産関係施設で約811億円の合計総額約936億円の
被害額となった。
　主な災害及び災害対策の概要等は、以下のとおりで
ある。

１　東日本大震災

ア　災害の状況
　平成23年３月11日14時46分、牡鹿半島の東南東
130km付近の三陸沖を震源とし、震源域が岩手県沖
から茨城県沖に及ぶマグニチュード9.0の地震が発
生した。この地震の規模は観測史上国内最大規模、
世界で見ても1900年以降に発生した地震では４番目
の規模であった。この地震により、宮城県北部で震
度７、宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、
茨城県北部・南部及び栃木県北部・南部で震度６
強、岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県
会津、群馬県南部、埼玉県南部及び千葉県北西部で
震度６弱、その他東日本を中心に北海道から九州地
方にかけての広い範囲で震度５強～１が観測された。

　さらに、14時49分には気象庁が津波警報（大津
波）を発表、日本各地で大きな津波が観測されたと
ころである。
　気象庁では、３月11日にこの地震を「平成23年
（2011年）東北地方太平洋沖地震」と命名した。さ
らに政府では、今回の災害規模が東日本全域に及ぶ
甚大なものであることに加え、大規模な地震と津波
に加え原子力発電施設の事故が重なるという、未曾
有の複合的な大災害であり、今後の復旧・復興施策
推進の際に統一的な名称が必要となることから、災
害名を「東日本大震災」と呼称することとした（平
成23年４月１日閣議了解）。
　また、これまでに発生した余震として、最大震度
６強が２回、最大震度６弱が２回などが発生してお
り、現在も余震と見られる活動が続いているところ
である。
　この地震による死者は15,845名、不明者は3,380
名、住家被害も全壊・半壊あわせて約37万戸にのぼ
るなど、甚大な被害が生じている。（平成24年１月
23日現在）
　農林水産関係では、漁船・漁港施設をはじめとす
る水産関係で、津波の影響により北海道から千葉県
にかけて大きな被害が発生したところであり、特に
震源地に近い岩手県、宮城県、福島県の沿岸域はほ
ぼ全域にわたり壊滅的な被害を受けた。水産関係被
害としては、漁船約28千隻、漁港施設約300漁港、
その他共同利用施設、養殖施設等に約12,637億円の
被害が発生した。また、農林業関係でも、青森県、
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県では津波
の影響により約2.4万haの農地が冠水するなど、農
地約17千箇所、農業用施設等22千箇所、治山施設
273箇所、木材加工施設112箇所、農作物・営農用施
設等で約11,067億円の被害が発生し、農林水産関被
害の総額で約23,704億円の被害が発生した。（平成
24年１月24日現在）

イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、３月11日に「農林水産省地震災
害対策本部」を設置。
②　政府調査団（宮城県（３月11日）、岩手県、福
島県（３月12日））に農林水産省からそれぞれ５
名を派遣。
③　政府は、「東北地方太平洋沖地震による災害」
について全国を対象とする激甚災害に指定（３月
12日公布）。
④　農林水産省の被災地へのサポート
ア　岩手県、宮城県、福島県に派遣された政府の
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現地対策本部の農水省職員が、県、市町村等と
協力して災害緊急食料対策をサポート。さら
に、東北農政局、東北森林管理局、関東森林管
理局、地方農政事務所、国営事業所は、これら
の政府現地対策本部と連携して必要な支援を実
施。

イ　水産庁漁業取締船が捜索活動を実施。
ウ　県等から要請のあった農業用施設等の緊急点
検調査のため宮城及び福島県下に(独)農村工学
研究所の専門家及び農政局担当官を派遣。ま
た、災害応急ポンプ(農地湛水排除及び農業用
水補給用)を地方農政局土地改良技術事務所か
ら搬送し供用。

エ　東北森林管理局や関東森林管理局が海岸林、
採石場跡地等を瓦礫の一時置場として宮城県等
に無償で貸付。

オ　農山漁村における被災者受入れについて、受
入れ先における農林水産業関係の雇用の情報、
活用できる農地や耕作放棄地の情報、空き家等
の住まいの情報等の受入情報を被災地域に提供。

⑤　食料等の確保関係
ア　被災地における食料の供給・確保や木炭・煉
炭、薪等の供給体制整備について関係団体等に
依頼。

イ　青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、
茨城県からの応急食料品調達要請に対して対応。

ウ　東北森林管理局及び関東森林管理局で、避難
所への食料搬送用に車両を確保し、関係機関と
連携しつつ食料を輸送。また、水産庁漁業取
締・調査船、調査捕鯨母船が、民間漁船と協力
して、重油、軽油、食料等支援物資を輸送。

⑥　被災地への現地調査等
　被災県下への被害状況の視察、地元関係者との
意見交換、復旧状況の視察等で農林水産大臣が延
べ16回、副大臣・政務官が延べ11回の調査等を実
施（平成24年１月24日現在）。

⑦　各種通知等の発出
ア　被災農林漁業者に対する資金等の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機
関に通知（３月11日）

イ　生産された生乳の廃棄を余儀なくされている
酪農家の負担軽減のために、急速乾乳の推奨及
び技術的留意事項について通知（３月24日）

ウ　農地・農業水利施設の被災状況の早期把握と
復旧、被災状況に応じた水稲、園芸等の営農準
備のための技術指導通知（３月31日）

エ　家畜共済及び園芸施設共済の農業共済掛金の
払込期限等の延長、共済金の迅速な支払に向け
ての措置等について、青森県他６県及びこれら
の農業共済組合連合会あてに通知（３月31日）

オ　農業者戸別所得補償制度の申請期限等の延長
を決定（４月１日）

カ　果樹共済（収穫共済）及び畑作物共済の共済
掛金の支払期限の特例に関する省令を公布・施
行（４月11日）

キ「天災による被害農林漁業者等に対する資金の
融通に関する暫定措置法」を発動し、被災農林
漁業者に対する低利の経営資金（天災資金）を
措置（４月15日）

ク　被災地域の早期復旧の迅速化に向け、農地・
農業用施設の災害復旧事業の査定を大幅に簡素
化することについて、東北・関東農政局あてに
通知（４月21日） 

ケ　森林国営保険の保険契約継続手続の期限延長
に係る対応について、都道府県あてに通知（４
月22日）

コ　海水等が浸入した耕地の農業共済の引受けに
おける取扱い等について、青森県他５県及びこ
れらの県内の農業共済組合連合会あてに通知
（５月24日）

２　台風等風水害

⑴　平成22年３月下旬からの低温・降霜等
ア　災害の状況
　３月下旬以降、日本全国で平均気温よりかなり低
い気温が続いたことにより、野菜、果樹、茶をはじ
めとする農作物に生育の遅れや凍霜害等による被害
が見られ、総額で約51億円の被害が発生した。

イ　農林水産省の対応
①　各都道府県に対し、果樹、茶及び野菜をはじめ
とした農作物について低温、凍霜害等の被害防
止、生育回復のための適切な対応が行われるよう
通知。
②　茶園凍霜害の現地実態調査を実施。
③　うめ園凍霜害の現地調査を実施。
④　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
⑤　（株）日本政策金融公庫、農林中央金庫等におい
て、被害農業者等からの相談を受付。
⑥　生産出荷団体に対し、出荷の前倒しや規格外品
の出荷等による野菜の供給確保を依頼。
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⑵　平成22年梅雨前線による大雨
ア　災害の状況
　６月中旬から７月中旬にかけて、梅雨前線は九州
から本州付近に停滞し、断続的に活動が活発となっ
た九州から東北地方にかけての広い範囲で大雨と
なった。この大雨では局地的に１時間に80ミリを超
える猛烈な雨が観測された。１時間の降水量では鹿
児島県の南大隅町で116ミリの観測史上１位の値を
更新した。24時間の降水量では宮崎県のえびの市で
441ミリを観測した。また、６月11日からの総降水
量では宮崎県えびの市で2,226ミリを観測した。こ
のほか、九州南部では、この間の総雨量が1,500ミ
リから2,000ミリに達し、平年の２倍を超える雨量
となった。
　この災害により、死者16名、行方不明者５名及び
負傷者31名、住家の全壊42棟、半壊74棟及び一部破
損208棟、床上浸水1,786棟及び床下浸水5,702棟など
の被害が発生した。
　農林水産関係では、広島県、鹿児島県、佐賀県、
宮崎県、山口県などをはじめとする中国地方や九州
地方を中心に、農地10,641箇所、農業用施設等8,622
箇所、林地荒廃1,142箇所、治山施設50箇所、林道
2,890箇所、水稲、大豆、野菜を中心とした農作物
等に、総額で約590億円の被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に
抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知。

②　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

③　農村振興局、関東農政局、中国四国農政局、九
州農政局、林野庁及び森林管理局等の担当官を現
地に派遣。

④　山田農林水産大臣が広島県庄原市を現地視察。
⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十二年六月
十一日から七月十九日までの間の豪雨による災
害」として激甚災害に指定し、農地等の災害復旧
事業等に係る補助の特別措置等を適用（８月25日
公布）。

⑶　台風第9号（９／４～９）
ア　災害の状況
　９月３日に熱帯低気圧から変わった台風第９号
は、４日に沖縄本島付近を北上、７日午前に対馬付
近を通過して山陰沖を進んだ後、８日11時過ぎに福
井県敦賀市付近に上陸し、その後、熱帯低気圧とな
り関東地方に進んで、神奈川県や静岡県などに大雨

をもたらし、静岡県小山町で大きな被害が発生し
た。なお、丹沢湖では８日午後４時までの5時間に
489.5㎜の雨量を観測した。これは９月の平均降雨
量の1.6倍とされる。
　農林水産関係では、静岡県、神奈川県などをはじ
めとして、農地310箇所、農業用施設等114箇所、林
地荒廃96箇所、治山施設８箇所、林道312箇所、水
産物、養殖施設などの水産関係、水稲などの農作物
等に、総額で約55億円の被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に
抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知するととも
に、農業共済団体等に対し、技術指導通知の周知
と共済金の早期支払体制の確立等について通知。

②　農村振興局から各地方農政局等に対し、二次災
害等の発生防止及び緊急を要する復旧箇所につい
て、「査定前着工」の活用等について通知。

③　林野庁から各都道府県に対し、林道が被災した
場合の災害復旧事業の応急工事制度の活用等につ
いて通知。

④　農村振興局、関東農政局、林野庁及び森林管理
局の担当官を現地に派遣。

⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十二年九月
四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨によ
る神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山
町の区域に係る災害」として激甚災害に指定し、
農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等
を適用（10月27日公布）。

⑷　鹿児島県奄美地方における大雨（10／ 18～ 25）
ア　災害の状況
　前線が奄美地方に停滞し、この前線に向かって南
から湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定と
なった。
　この影響で、奄美地方では１時間に120㎜以上の
猛烈な雨となった所がある。奄美市名瀬では10月18
日の降り始めから21日までの降水量が766.5㎜に達
した。また24時間の降水量は648㎜となり観測史上
１位を更新した。
　この災害により、死者３名及び負傷者２名の人的
被害が発生した。また、住家全壊10棟、住家半壊
479棟、住家一部破損11棟、床上浸水119棟及び床下
浸水767棟等の住家被害が発生した。
　農林水産関係では、鹿児島県奄美大島などで、農
地350箇所、農業用施設等335箇所、林地荒廃22箇
所、林道737箇所、野菜、果樹などの農作物等に、
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総額で約44億円の被害が発生した。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、10月20日に災害情報連絡室を設
置。

②　農林水産関係被害の把握と対応の検討のため
に、関係局庁の担当者５名からなる調査チームを
奄美大島に派遣。

③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

④　（株）日本政策金融公庫、農林中央金庫等におい
て、被害農業者等からの相談を受付。

⑤　鹿児島県に対し、農作物等の被害を最小限に抑
え、生育の回復を図るための適切な対応が行われ
るよう技術指導の徹底について通知するととも
に、農業共済団体等に対し、技術指導通知の周知
と共済金の早期支払体制の確立等について通知。

⑥　農村振興局から九州農政局に対し、二次災害等
の発生防止及び緊急を要する復旧箇所について、
「査定前着工」の活用等について通知。
⑦　林野庁及び水産庁から鹿児島県に対し、適切な
応急対応の徹底等について通知。

⑧　農村振興局、九州農政局、林野庁の担当官を現
地に派遣。

⑨　政府は、この災害に対し、「平成二十二年十月
十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿
児島県奄美市等の区域に係る災害」として激甚災
害に指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助
の特別措置等を適用（11月25日公布）。

⑸　平成22年11月からの大雪等
ア　災害の状況
　平成22年12月下旬以降、冬型の気圧配置となる日
が多く、断続的に強い寒気が日本付近に流れ込んだ
ため各地で大雪となった。特に、年末から年始にか
けては、西日本を中心に強い寒気が流入し、西日本
の日本海側等の一部では記録的な大雪となった。ま
た、１月は中旬と月末にも強い寒気が南下し、北日
本から西日本にかけての日本海側で大雪となり、積
雪の深さが14道府県24地点で観測史上１位を更新し
た。
　この大雪により、主に屋根の雪下ろしや除雪作業
中の事故等で、死者128名、負傷者1,491名の人的被
害が生じている。また、住家被害は、秋田県、島根
県等の21道府県で住家全壊９棟、住家半壊12棟、住
家一部損壊558棟、床上浸水６棟及び床下浸水62棟
などの被害が発生した。
　農林水産関係では、岩手県、鳥取県、島根県、山

形県、鹿児島県などをはじめとする東北地方や中国
地方の日本海側を中心に、林地荒廃10箇所、森林被
害543ha、漁船504隻、漁具538箇所、水産物約13千
トン、パイプハウス等約9千箇所、果樹、野菜を中
心とした農作物等に、総額で約168億円の被害が発
生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　都道府県に対し、園芸用施設について、降雪へ
の事前の対応や積雪後の被害防止のための適切な
対応が行われるよう技術指導の徹底について通知
②　農業・漁業共済団体等に対し、共済金等の早期
支払体制の確立等について通知。
③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
④　（株）日本政策金融公庫、ＪＦマリンバンク、Ｊ
Ａバンクにおいて、被害農漁業者等からの相談を
受付。
⑤　農林水産関係被害の把握と対応の検討のため
に、関係局庁の担当者５名からなる調査チームを
奄美大島に派遣。
⑥　農村振興局から九州農政局に対し、二次災害等
の発生防止及び緊急を要する復旧箇所について、
「査定前着工」の活用等について通知。
⑦　林野庁から都道府県等に対し、適切な応急対応
の徹底等について通知。
⑧　水産庁から関係各県に対し、漁業者への注意喚
起及び再発防止の指導を行うとともに、漁港施設
等にかかる災害復旧事業の速やかな実施について
の指導・助言。
⑨　生産局、中国四国農政局及び水産庁の担当官を
現地に派遣。

⑹　霧島山（新燃岳）の噴火
ア　災害の状況
　霧島山（新燃岳）では、平成23年１月26日から本
格的なマグマ噴火が発生。１月27日以降爆発的噴火
も発生するようになり、噴火に伴う降灰が宮崎県高
原町や鹿児島県霧島市等火口の南東側を中心に広い
範囲で観測された。
　この災害により、灰の除去作業中に誤ってはしご
等から落下するなどの負傷者42名の人的被害が発生
した。住家被害は発生していないが、こぶし大の噴
石による太陽光パネルの破損、空振現象（爆発的噴
火に伴い発生する空気の強い振動）による自動車ガ
ラスの破損等の被害が約900件発生した。
　農林水産関係では、宮崎県、鹿児島県で、露地野
菜、飼料作物等の農作物及びビニールハウス等への
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降灰や噴石により、総額で約6億円の被害が発生し
た。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、２月４日に災害情報連絡室を設
置。

②　「霧島山（新燃岳）の噴火に関する政府支援
チーム」に、農林水産省の担当官をに派遣。

③　宮崎県、鹿児島県に対し、散水等による降灰の
除去、火山灰の分析に基づく土壌改良など、農作
物の被害をできるだけ抑えるための技術指導の徹
底について通知するとともに、農業共済団体等に
対し、技術指導通知の周知と共済金の早期支払体
制の確立等について通知。

④　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

⑤　林野庁及び水産庁から宮崎県、鹿児島県に対
し、適切な応急対応の徹底等について通知。

⑥　降灰被害農家への支援策（①活動火山対策特別
措置法に基づく防災営農対策、②営農継続に対す
る緊急支援、③農地に堆積した灰の除去）を総合
的に推進。

⑦　林野庁が降灰に伴う土石流等への緊急対策(①
既存治山施設の機能向上対策等、②土石流セン
サーの設置、③既崩壊地の拡大防止対策、④今後
の治山対策に向けた詳細調査)を実施。

⑧　生産局、経営局、農村振興局、九州農政局、林
野庁及び九州森林管理局等の担当官を現地に派遣。

３　農林水産業防災対策関係予算

　平成22年度の農林水産業防災対策関係予算は、表１
のとおりである。

表１　農林水産業防災対策関係予算
（単位：百万円）

　事　　　項 平成22年度予算額
１　災害予防 3,419
　⑴　防災施設設備の整備 3,419
　　　　 情報収集・伝達体制の整備 18
　　　　 漁港漁村の防災対策施設の整備 88,248

の内数
　　　　 農山村の防災機能強化の促進 150,000

の内数
　　　　 緊急時の農業用水利施設の活用・整備 150,000

の内数
　　　　 農村防災・災害対応の指導体制強化 23
　　　　 国営造成土地改良施設防災情報ネット
　　　　 ワークの整備 1,320
　　　　 総合的な農地防災事業 1,525

　　　　 火山地域における治山事業の推進 289
　　　　 なだれ防止林造成 244
　　　　 林野火災の予防対策 210,100

の内数
２　国土保全 97,586
　⑴　治山事業 60,670
　　　　 国有林治山事業 24,879
　　　　 民有林直轄治山事業 5,914
　　　　 民有林補助治山事業 29,877
　⑵　地すべり対策事業 10,880
　　　　 直轄 5,263
　　　　 補助 5,617
　⑶　海岸事業 4,900
　⑷　農地防災事業 16,036
　　　　 国営総合農地防災事業 13,299
　　　　 農地防災事業 2,737
　⑸　災害関連事業 4,521
　　　　 直轄地すべり対策災害関連緊急事業 50
　　　　 災害関連緊急地すべり対策事業 566
　　　　 農業用施設等災害関連事業 84
　　　　 直轄治山等災害関連緊急事業及び災害関連
　　　　 緊急治山等事業 3,724
　　　　 治山施設災害関連事業 10
　　　　 林地崩壊対策事業 80
　　　　 森林災害復旧事業 1
　　　　 国有林森林災害復旧造林事業 1
　　　　 漁港関係災害関連事業 5
　⑹　その他の事業 579
　　　　 保安林整備管理事業 553
　　　　 特殊地下壕対策事業 26
３　災害復旧等 124,918
　⑴　災害復旧事業 12,813
　　ア　公共土木施設災害復旧事業 3,150
　　　　 直轄事業 1,043
　　　　 補助事業 2,107
　　イ　農林水産業施設災害復旧事業 9,663
　　　　 直轄事業 1,464
　　　　 補助事業 6,520
　　　　 国有林（治山事業を除く） 1,679
　⑵　災害融資 93
　　　　　農林漁業関係融資 93
　　　　　日本政策金融公庫（農林水産業者向け業務）
　　　　　融資 ［35,500］
　⑶　災害保険 112,012
　　　　農業共済保険 89,427
　　　　森林保険 4,785
　　　　漁業共済保険 10,460
　　　　漁船損害保険 7,340

［35,000］
　　　合　　　計 225,923
（注１）［　］書きは、日本政策金融公庫融資枠で外数であ

る。
（注２）合計額は、内数分を除いた額の集計である。
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第４節　新たな農地制度

１　改正農地法の概要

　農地法は、昭和27年に、農地改革の成果を維持する
とともに戦前から立法化されてきた法制度の集大成と
して制定され、その後時代の要請に応じて制度改正が
なされてきたところである。直近の改正である平成21
年の農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第
57号。以下「改正農地法」という。）では、農地を最
大限に有効利用するとともに、これ以上の農地の減少
を食い止め、農地を確保することを内容とする改正を
行ったところである。主な改正内容は、下記の通りで
ある。

⑴　農地法の目的等の見直し
　農地が「地域における貴重な資源であること」、農
地を「効率的に利用する耕作者による地域との調和に
配慮した権利の取得を促進」すること等を明確化する
とともに、農地について権利を有する者の責務とし
て、「農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければ
ならない」旨の責務規定を創設した。

⑵　農地の権利取得に係る許可要件の見直し
　農地の権利取得の要件を見直し、「地域との調和」
要件を創設するとともに、原則として農業生産法人に
限られている法人による農地の権利取得について、農
地の貸借に限り、契約に解除条件をつける等の一定の
要件を満たした場合は農業生産法人以外の法人であっ
ても許可を可能とした。

⑶　農地転用規制の厳格化
　病院、学校等の公共施設への転用についても許可不
要から協議制へ改めるとともに、違反転用に対する罰
則を強化した。

⑷　遊休農地対策の強化
　遊休農地のうち地域の農業振興を図る観点から市町
村が指定したものについて必要な措置を講ずるという
従来の仕組みを改め、市街化区域内農地も含めた全て
の遊休農地を対象とする仕組みとするとともに、遊休
農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手
続きを農業委員会が一貫して行うこととした。更に所
有者不明の遊休農地についても知事の裁定で公社等が
利用できるように措置した。

⑸　農地の面的集積の推進
　市町村段階の農地の面的集積組織（農地利用集積円
滑化団体）が委任を受けて、所有者を代理して農地を
貸し付ける仕組みを創設した。

【農業経営基盤強化促進法において措置】
⑹　優良農地の確保を図る仕組みの充実

　国及び県の基本方針において確保すべき農用地面積
の目標を明記するとともに、農用地区域内の農用地に
ついて、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼす恐
れがある場合には、同区域からの除外を行うことがで
きないこととした。
【農業振興地域の整備に関する法律において措置】

２　農地流動化の状況

　農地の流動化については、昭和50年以降、所有権移
転（売買）によるものから利用権の設定（貸借等）に
よるものに重点が移ってきている。
　売買と貸借等を合わせた年間の農地の権利移動面
積（世帯内の移動等（子供への贈与、使用貸借）を除
く）については、平成８年から平成10年までは毎年
11万ha台、平成11年から平成14年までは毎年13万ha
台、平成15年は14万ha台、平成16年及び平成17年は
15万ha台、平成18年は19万ha台、平成19年は21万ha
台と増加傾向で推移してきていたが、平成20年は19万
ha台、平成21年は17万ha台と減少に転じた。このう
ち、貸借等によるものが約８割を占めており、そのほ
とんどは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
によるものである。

３　農地流動化対策

　「食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定
的な農業経営」が農業生産の相当部分を担うような農
業構造を確立するため、各種の施策を総合的に実施し
ている。

⑴　農地利用集積円滑化事業
　農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するた
め、改正農地法により、農業経営基盤強化促進法に位
置付けられたものである。
　本事業は、市町村の承認を受けた者（農地利用集積
円滑化団体）が、農地の所有者から委任を受けて、そ
の者を代理して農地の貸付け等を行うこと等を内容と
する事業であり、次の事業からなる。
ア　農地所有者代理事業
　農地利用集積円滑化団体が行う農用地等の所有者
の委任を受けて、その者を代理して農用地等につい
て売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の
委託を行う事業（当該委任に係る農用地等の保全の
ための管理を行う事業を含む）。

イ　農地売買等事業
　農地利用集積円滑化団体が農用地等を買い入れ、
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又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換
し、又は貸し付ける事業。
ウ　研修等事業
　農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた
農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もう
とする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得す
るための研修その他の事業。

⑵　農地利用集積対策
ア　農地利用集積事業
ア　農地利用集積円滑化促進事業
 a　農地利用調整活動支援事業
⒜　利用集積交付金
　農地利用集積円滑化事業（農地所有者代理
事業、農地売買等事業）によって利用権が設
定された農地の面積に応じて、農地利用集積
円滑化団体に対して、交付金を交付する。

⒝　推進員設置費
　農地利用集積円滑化団体が農地の利用調整
を行うための推進員を設置する場合、その設
置費や推進員の活動費を助成する。

b　農地引受支援事業
⒜　農地引受支援費
　農地利用集積円滑化事業により特定農業法
人が農地を借り受けた場合、（農地利用集積
円滑化事業を通じて）特定農業法人に対し
て、当該農地の営農経費の一部を助成する。

⒝　小規模基盤整備支援費
　農地利用集積円滑化事業により利用権設定
された農地について、農地利用集積円滑化団
体が、畦畔除去等の小規模な基盤整備を行う
場合に必要となる経費を助成する。

c　市町村活動推進事業
　市町村が、農地利用集積円滑化事業を推進
するために行う農業関係団体との連絡調整及
び農業者に対する普及啓発等に要する経費を
助成する。

イ　都道府県事業
　都道府県が、農地利用集積円滑化事業を推進す
るために行う農業関係団体との連絡調整等に要す
る経費を助成する。

（予算額　4,002百万円）
⑶　農地保有合理化事業

ア　農地保有合理化事業
　昭和45年に創設され、平成５年には農業経営基盤
強化促進法に位置付けられたもので、農地保有合理
化法人が農業経営の規模拡大、農地の集団化等を促

進するために行う次の事業からなる。
　平成21年度における農地保有合理化事業の実績は
表２のとおりである。
ア　農地売買等事業
　経営規模縮小農家等から農用地等を買い入れ又
は借り受けて、当該農用地等を認定農業者等に売
り渡し又は貸し付ける事業。
イ　農地売渡信託等事業
　経営規模縮小農家等から農地保有合理化法人が
農用地等の売渡信託を引き受けるとともに、委託
者に信託を引き受けた農用地等の価格の一定割合
の資金を無利子で貸し付ける事業。
ウ　農地貸付信託事業
　不在村農地所有者の農用地等を農地保有合理化
法人が貸付けの方法により運用することを目的に
信託を引き受ける事業。
エ　農業生産法人出資育成事業
　農地保有合理化法人が買い入れた農用地等を農
業生産法人に現物出資又は農地の仲介と併せて金
銭出資するとともに、その出資により取得した持
分を農業生産法人の構成員に計画的に分割譲渡す
る事業。
オ　研修等事業
　農地保有合理化法人が、新規就農希望者等に対
して農業の技術、経営の方法に関する実地研修等
を中間的に保有する農用地等を活用して行う事業。

表２　農地保有合理化事業の実績（平成21年度）

イ　農地保有合理化法人
　農地保有合理化法人である都道府県農業公社につ
いては、全都道府県に設置されている（47法人）。
ウ　社団法人全国農地保有合理化協会の活動
　社団法人全国農地保有合理化協会は昭和46年に設
立されたものであるが、平成７年の農業経営基盤強
化促進法の一部を改正する法律（平成７年法律第４
号）により、農地保有合理化法人の行う業務を支援
する法人として「農地保有合理化支援法人」が位置
付けられたことに伴い、同年４月に農林水産大臣よ
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り農地保有合理化支援法人として指定を受けた。
　同協会が行う事業内容は、農地保有の合理化、農
用地の整備その他農業構造の改善に資する事業につ
いての啓発、宣伝及び推進、農地保有の合理化に関
する事業の適正かつ円滑な運営を図るための指導助
言、農地保有の合理化に要する資金の供給、助成、
債務の保証、その他各種調査・研究等である。

エ　関連事業（農地移動適正化あっせん事業）

　昭和44年の農業振興地域の整備に関する法律の制
定を受けて創設されたもので、農業委員会が農用地
区域内の土地の権利の設定又は移転について、その
権利の移動が農業経営の規模拡大、農地の集団化そ
の他農地保有の合理化に資するようあっせんする事
業。
　農地移動適正化あっせん事業の実績は表３のとお
りである。

表３　農地移動適正化あっせん事業実績
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４　耕作目的の農地の権利移動の状況

⑴　耕作目的の農地の権利移動の状況
ア　総権利移動の動向
　平成21年の耕作目的の農地の総権利移動（農地法
及び農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動の合
計）は、全体で38万2,262件（対前年比97.0％）、20
万9,015ha（同91.5％）となった。

イ　自作地有償所有権移転
　自作地有償所有権移転（農地法及び農業経営基盤
強化促進法に基づくものの合計）は、平成21年は北
海道、都府県において件数、面積ともに減少して
おり、全国で５万5,343件（対前年比91.9％）、３万
1,572ha（同80.9％）となった。

ウ　農地法に基づく賃借権の設定等
ア　賃借権の設定
　賃借権の設定は、平成21年は5,194件（対前年
比98.7％）、3,211ha（同99.5％）となった。

イ　使用貸借による権利の設定
　使用貸借による権利の設定は、昭和51年の農業
者年金制度の改正以降、経営移譲年金受給のた
めの権利設定などに伴って推移してきており、
平成21年は１万1,469件（対前年比91.2％）、２万
2,126ha（同90.3％）となった。

エ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定
　利用権の設定（農業経営基盤強化促進法に基づく
賃借権の設定、使用貸借による権利の設定及び農業
経営の委託による権利の設定の合計）は、平成21年

は28万8,810件（対前年比98.2％）、13万9,972ha（同
93.5％）となった。

⑵　賃貸借の解約、利用権の終了の状況
ア　農地法に基づく賃貸借の解約等（転用目的の解約
等を含む。）
　農地法に基づく賃貸借の解約と農業経営基盤強化
促進法に基づく利用権（賃借権）の中途解約の合
計は、平成21年は３万9,184件（対前年比95.6％）、
２万2,059ha（同78.5％）となった。

イ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の終了
　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権のうち、
平成21年中に利用権が終了したものは13万2,539件
（前年比103.0％）、６万763ha（同105.2％）であった。
ウ　利用権の再設定
　利用権（賃借権）が終了したもの（再設定の有無
不明は除く。）のうち、平成21年中に利用権を再設
定したものは件数で69.2％（面積69.9％）を占めて
おり、再設定予定のもの（平成21年中には再設定し
なかったが、平成22年初めに再設定されたもの及び
近く再設定する予定のもの）は、件数で13.1％（面
積12.6％）を占めている。

第５節　農業委員会制度

１　制度の概要

　農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の
許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に
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関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設
置されている。農業委員会数は、平成22年10月１日現
在1,732委員会となっている。
　また、都道府県段階に都道府県農業会議、全国段階
に全国農業会議所が置かれ、農業委員会の行う活動を
効果的に実施するための推進機関としての役割を果た
している。
　改正農地法により、不適正利用時の許可取り消しや
遊休農地対策等において、農業委員会の機能が大幅に
強化されたところであり、現場で農地制度の運用を担
う農業委員会の役割はますます重要になっている。

２　農業委員会等に対する国庫補助

　農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所
に係る国庫補助としては、以下のとおりである。

⑴　農業委員会に係る国庫補助
ア　農業委員会が農地法等の事務を適切かつ円滑に行
うための農業委員手当及び職員設置等の基礎的な経
費

（予算額　4,776百万円）
イ　農業委員会による農地の利用関係の調整、農地相
談員の設置等に要する経費

（予算額　5,259百万円の内数）
⑵　都道府県農業会議に係る国庫補助

ア　農地法に基づく事務を適切かつ円滑に行うための
会議員手当及び職員設置に要する経費

（予算額　553百万円）
イ　広域的な農地の利用関係の調整、農地相談員の設
置、農業委員会等を対象とした研修会の開催等に要
する経費

（予算額：5,259百万円の内数）
⑶　全国農業会議所に係る国庫補助

　農業及び農業者に関する調査・研究等に要する経費
（予算額：35百万円）

第６節　農業者年金制度

　農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を通じ
て、農業経営の近代化、農地保有の合理化を推進する
という政策目的を達成するために昭和46年に創設され
た。
　その後、高齢化の進展等により、加入者１人で受給
者約３人を支える状況等になったことから、少子高齢
化などに対応できる安定した制度に再構築することと
し、平成14年１月に制度改正を行った。これに伴い、
農業者年金事業の実施主体は特殊法人農業者年金基金

から独立行政法人農業者年金基金へ移行した（平成15
年10月１日）。

１　制度の概要

⑴　政策目的
　政策目的については、農業者の老後生活の安定及び
福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資するこ
と。

⑵　加入要件
　加入要件については、国民年金の第１号被保険者で
年間60日以上農業に従事する60歳未満の者。

⑶　財政方式
　財政方式については、将来受け取る年金財源を加入
者自らが積み立てる、加入者数や受給者数に左右され
ず長期的に安定した積立方式。

⑷　政策支援
　認定農業者で青色申告の者等に対し、保険料の政策
支援を行っている。
ア　政策支援対象者については、
ア　60歳までに20年以上加入することが見込まれる
者
イ　必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の
者のうち、次の者
ａ　認定農業者又は認定就農者で青色申告者。
ｂ　ａの者と家族経営協定を締結し経営に参画し
ている配偶者・後継者。

ｃ　認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、３年以内に両方を満たすことを約束
した者。

ｄ　35歳未満の後継者で35歳まで（25歳未満の者
は10年以内）に認定農業者で青色申告者となる
ことを約束した者とする。

イ　政策支援割合は、対象者の状況に応じて2/10、
3/10及び5/10の支援を行う。

ウ　国庫助成は、35歳未満であれば、要件を満たして
いる全ての期間、35歳以上では10年間を限度とし
て、通算して20年間受けることができる。

２　被保険者等の状況（22年度末）

　⑴　加入者数（累計） 98,984人
　⑵　被保険者数 54,041人
　⑶　平成22年度新規加入者 3,452人
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第７節　経営体育成支援等

⑴　経営体育成交付金
　意欲ある経営体、新規就農者、集落営農組織等の多
様な経営体の育成・確保を図る上で必要となる農業用
機械・施設整備等の支援を総合的に実施した。
ア　事業内容
ア　新規就農者補助事業
　新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業
用機械・施設等導入の初期投資の軽減を支援。

イ　融資主体型補助事業
　経営体が融資を主体として農業用機械・施設等
を導入する場合、融資残の自己負担部分について
補助金を交付することにより、主体的な経営展開
を補完的に支援。

ウ　追加的信用供与補助事業
　融資主体型補助事業に係る融資の円滑を図るた
め、農業信用基金協会への交付金の積み増しによ
る金融機関への債務保証の拡大を支援。

エ　集落営農補助事業
　集落営農組織の組織化・法人化に必要な農業用
機械の導入を支援。

オ　共同利用施設補助事業
　経営体が経営の高度化に向けて取り組む経営の
規模拡大、複合化・多角化等を図るために必要と
なる共同利用施設の整備を支援。

イ　成果目標
　事業実施計画の承認のあった日に属する年度から
５年度目を目標年度とした次のアからウに掲げるい
ずれか又はすべての成果目標を設定。なお、必要な
場合にあっては、エの成果目標を設定可能。
ア　経営体の育成・確保に関する目標
イ　人材の育成・確保に関する目標
ウ　雇用の創出に関する目標
エ　地域が提案する目標

（予算額8,728百万円）
⑵　農業主導型６次産業化整備事業

　６次産業化を図ろうとする農業法人等（６次産業化
法人）が、経営を複合化・多角化するために必要とな
る加工用機械の導入や販売施設の整備等及び６次産業
化法人と連携・協力して生産活動を行う農業法人等
（連携法人）の農畜産物の生産に必要となる施設の整
備等について支援した。
ア　事業内容
ア　６次産業化法人が加工・流通・販売等について

の新たな取組を行う場合に必要となる機械・施設
等の整備及びこれと併せて行う農畜産物の生産に
必要となる機械・施設等の整備。なお、新たな取
組とは、次に掲げる取組等とする。
ａ　６次産業化法人が、自ら生産した農畜産物を
利用して新たに加工・流通・販売等のいずれか
又はすべてに取り組むこと。

ｂ　６次産業化法人が既に取り組んでいる加工・
流通・販売等の取組を拡充するため、生産量の
増加、品質の向上又は新たな品目に係る農畜産
物の加工・流通・販売等のいずれか又はすべて
に取り組むこと。　

イ　連携法人がアの整備と併せて行う農畜産物の生
産に必要となる機械・施設等の整備。

イ　成果目標
　事業実施計画承認年度から４年度目を目標年度と
した次の成果目標を設定。
ア　所得向上に関する成果目標
イ　雇用の創出に関する成果目標
ウ　地域の活性化に関する成果目標

（予算額636百万円）
⑶ 強い農業づくり交付金（経営力の強化）のうち特

定地域経営支援整備
　経営規模の零細な地域等（経営体育成緊急地域）及
び沖縄県において、意欲ある多様な経営体の育成に必
要な農業用施設等の整備を支援した。
ア　事業内容
ア　特定地域経営支援整備
　経営規模の零細な農家が多くを占める地域等及
び沖縄県において､ 意欲ある多様な経営体の育成
に必要な生産施設、加工施設、流通販売施設及び
土地基盤等の整備を支援。
イ　特定地域経営支援整備附帯事業
　アの特定地域経営支援整備により整備される農
業用施設等の適切な活用を図るために必要となる
活動を支援。

イ　成果目標
　事業開始年度の翌々年度を目標年度とした次の数
値目標及びその達成のためのプログラムを設定。
ア　意欲ある多様な農業経営の育成【必須設定】
イ　農業所得の向上【任意設定】
ウ　雇用の増加【任意設定】
エ　地区選択目標【任意設定】

（予算額14,385百万円の内数）
⑷　アイヌ農林漁業対策事業

　北海道におけるアイヌ農林漁家の所得及び生活水準
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の向上を図るために必要な施設等の整備を支援した。
ア　事業内容
　アイヌ農林漁家の経営の改善に必要な農林業生産
基盤及び農林漁業経営近代化施設等の整備を支援。

イ　成果目標
　事業実施計画承認年度から５年度目を目標年度と
した次の数値目標を設定。
ア　受益農林漁家の生産目標
イ　受益農林漁家の所得目標

（予算額343百万円）
⑸　農地情報提供支援事業

　農地の有効利用を促進する観点から、新規参入者等
及び賃貸借の当事者が必要とする農地の貸出希望及び
賃借料水準等の情報を個人情報の保護に留意し、イン
ターネットを通じて全国どこからでもアクセスするこ
とができる体制の整備を支援した。

（予算額20百万円）
⑹　人権問題啓発推進事業

　｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成
12年法律第147号）に基づく「人権教育・啓発に関す
る基本計画」に即して、全国農林漁業関係団体が当該
団体職員等を対象に実施する人権啓発活動を支援した。

（予算額８百万円）
⑺　「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託

　｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基
づく「人権教育・啓発に関する基本計画」に即して、
都道府県へ委託して地域レベルの農林漁業関係団体の
職員等に対する人権啓発活動を実施した。

（予算額27百万円）

第８節 新規就農者・青年農業者
の育成・確保

　近年、青年（40歳未満）の新規就農者数は１万４千
人前後で推移しているが、農業従事者全体が減少・高
齢化が進む中で将来にわたり我が国農業の食料供給力
を強化していくためには、農業内外から新規就農者を
育成・確保していくことが重要であることから就農の
各段階に応じたきめ細かな支援を行った。
　また、農業法人等への雇用就農を新規就農の重要な
ルートと位置付けて、重点的に支援を行った。

⑴　農の雇用事業
ア　就農情報の提供、就業相談の実施
　就農希望者と農業法人等のマッチングを図るた
め、全国新規就農相談センター及び都道府県新規就
農相談センターにおける求人情報等の収集・提供、

個別就農相談、法人就業相談会の開催等を実施した。
イ　短期就業体験の実施
　農業知識・経験不足等による就業時のミスマッチ
を防止し、新規雇用者の定着を促進するため、農業
法人等の短期就業体験の実施を支援した。

ウ　農業法人等に対する実践研修支援の実施
　雇用就農による新規就農者の確保を図るため、農
業法人等が、新たに雇用した就農希望者に対して行
う実践研修（OJT研修）への支援を行った。

（予算額2,115百万円）
⑵　農業教育推進支援事業

ア　農村青少年等育成確保事業
ア　農村青少年等育成実践支援事業
ａ　子どもたちの体験学習の推進　　　
　全国各地で取り組まれている小･中学生の農
業体験学習ｸﾞﾙｰﾌﾟ同士の交流や情報交換を促進
するため、全国的な交流会の開催や、各地の農
業体験学習の取組情報の発信等を支援した。　

ｂ　青年農業者の交流への支援
　青年農業者を対象とした全国青年農業者会
議、全国農業青年交換大会、国内農村青少年先
進地農家留学研修等を実施した。また、青年農
業者の育成指導を円滑かつ効果的に推進するた
め、指導農業士全国研究会等を実施した。

ｃ　農業研修生の海外派遣
　青年農業者を欧米の先進農家へ約１年間派遣
し、農業・農村の中核的推進力となる人材に育
成する農業研修生海外派遣等を実施した。

（予算額47百万円）
ｄ　地域連携農業高校実践教育推進事業
　農業高校生の新規就農や、農業大学校等への
進学に向けた動機付けを図るため、地域農業界
と連携しながら農業高校における農業者育成研
修モデルの策定・普及の取組を支援した。

（予算額35百万円）
イ　農業研修教育団体事業
　青年農業者の育成に重要な役割を果たしている
民間の研修教育施設（鯉淵学園農業栄養専門学
校、八ヶ岳中央農業実践大学校、日本農業実践学
園）の研修教育の効果を高めるために必要な教育
施設の整備、指導職員の教育活動等を支援した。

（予算額157百万円）
イ　就農準備研修支援事業
　他産業で働きながら、夜間や土日を活用し、農業
の基礎的知識や技術を習得できる就農準備校の設
置・運営を支援した。
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（予算額66百万円）
⑶ 強い農業づくり交付金のうち新規就農者等の育

成・確保
ア　推進事業
　離職者等を対象とした新たな研修教育コースの設
定に伴うカリキュラムの策定等を支援した。

イ　整備事業
　新たな研修教育コースを実施する際に必要となる
研修作業棟、農産加工棟、離職者等職業訓練用研修
教育施設等を整備した。

（予算額14,385百万円の内数）
⑷ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

業者大学校
　農業者大学校においては、22年４月に31名が入学し、
21年度に引き続き、将来の地域のリーダーとなる農業
経営者の育成のため、先端的な農業技術及び先進的な
経営管理手法の教授を実施した。23年３月に農研機構
統合後の第２期生となる25名が卒業し、非農家出身者
が卒業生の半数を占める中、９割以上（24名）が就農
した。
　なお、22年４月の行政刷新会議の事業仕分けにおい
て、農業者大学校（教授業務）について「廃止（ただ
し廃止時期は在学者に配慮）」の評価を受けたことか
ら、現行の農業者大学校での教育は在学者が卒業する
23年度末までとし、24年度以降の農業経営者育成教育
のあり方について検討を進めた。

第９節　多様な人材の育成・確保

１　女性の社会・経営参画の促進

⑴ 女性・高齢者等活動支援事業のうち農業・農村男
女共同参画推進事業

　農業就業人口の過半を占め、農業生産や地域社会に
おいて重要な役割を果たしている女性の社会・経営参
画を一層促進するため、女性が参画しやすい環境づく
りに向けた地域レベルでの研修会の開催や国際会議等
での情報発信、優良事例の普及、農業法人等で女性が
働きやすい環境づくりに向けた調査等の活動を支援し
た。
　また、地域資源を活用した加工品づくりや直売所で
の販売などを行う農村女性グループによる起業活動の
取組への直接助成を行った。

（予算額101百万円）

２　高齢者・障害者などへの支援

　高齢社会対策大綱を踏まえた農山漁村における高齢
者対策を推進するための施策を実施した。
　また、障害者基本法（昭和45年法律第84号）に基づ
く「重点施策実施５か年計画」等を踏まえた、農業分
野における障害者就労の推進のための施策を実施した。
⑴ 女性・高齢者等活動支援事業のうち農村高齢者活

動支援事業
　農村地域における営農活動を健康面から支えるた
め、医療関係者による健康維持に関する知識の普及や
相談・指導等の健康管理活動、高齢農業者が要介護者
となった場合の女性グループ等が行う助け合い活動を
充実させるための人材養成研修を実施した。
　また、医療関係者等との連携により地元農産物等を
食材とした食事メニューや加工品の開発等の取組を支
援した。

（予算額53百万円）
⑵ 女性・高齢者等活動支援事業のうち障害者就労支

援事業
　農業分野における障害者就労を推進するため、福祉
関係者等と連携しながら農業法人等における障害者就
労の取組を実証し、その結果を農業関係者、福祉関係
者、特別支援学校、行政機関等に向けて情報発信する
就労推進研修会を開催した。

（予算額29百万円）

３　外国人研修生受入れの適正化

　農業分野における外国人研修・技能実習制度の運営
の適正化を図るため、地域の受入れ体制づくりの支援
や、適正な研修計画策定のための支援、農業の実態を
踏まえた研修生や農家等への助言・情報提供等を実施
するとともに、22年７月から施行された改正出入国管
理法の適用実態等をアンケート及び現地調査で把握し
て課題を検証し、その対応方策について、各県単位で
実施する研修会等で普及啓発を行った。

（予算額79百万円）

第10節　農業協同組合等

１　農業協同組合及び同連合会

⑴　農協系統の現状
　農協は、農業者の相互扶助を基本理念とする協同組
織であり、農業者の営農活動や生活の向上のため、経
済事業、信用事業、共済事業等を展開している。これ
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らの事業を総合的に行う総合農協は、地域の組合員等
に対し、各種サービスを提供している。また、総合農
協等が会員となり都道府県と全国段階に連合会が組織
され、これらの指導組織としての中央会が構成されて
いる。
　農協の組織や各事業については、これまで事業環境
や食料・農業・農村をめぐる情勢の変化を受け、総合
農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減、
JAバンクシステムの確立や信用・共済事業における
他の金融・保険業態と同等の規制措置の導入等の様々
な見直しが進められてきた。これらの取組が一定の成
果をあげる中で、農協は地域一体となった取組の推進
や個々の農業者の経営安定に重要な役割を果たしてき
たが、一部には事業運営の問題が指摘されたり、地域
の農業者の期待に応えられていないケースもみられる
ところである。
　こうした状況を踏まえ、平成22年３月30日に閣議決
定された「食料・農業・農村基本計画」においては農
協について、国民に対する食料の安定供給や国内の農
業生産の増大等の基本計画の基本理念の実現に向けた
責務を果たすことが求められているとの認識の下、行
政としては、農協本来の機能や役割が効率的・効果的
に発揮できるよう、経営の健全化やコンプライアンス
の確保に向けた農協の自主的な取組を促進し、必要な
場合には、法律に基づく指導・監督等を適時適切に行
いつつ、効率的な再編整備につき所要の施策を講じる
旨決定したところである。
　農協系統の現状を概観すると、23年３月31日現在に
おける農業協同組合の数は総合農協745、連合会が213
で22年度中に総合農協が９、連合会が７それぞれ減少
している。22年度における総合農協の合併実績は６件
であり参加農協数は16農協であった。
　21事業年度末現在における総合農協の正組合員の数
は、476万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し
約５万４千人減少し、准組合員の数は472万人（団体
を除く。）で前事業年度末に比較し約14万人増加して
いる。

⑵　農協系統の財務の概況
　21事業年度末現在における総合農協の財務状況は資
金調達額（負債・資本の計）93兆6,366億円で、前年
度比1.4％増加した。これら調達資金の91.4％は信用事
業負債である。
　資金の運用については、全体の92％である86兆
2,198億円が信用事業資産（預金、貸出金、有価証券
等）であり、前年度比1.3％増加している。固定資産
は前年度比0.6％減少し３兆246億円、外部出資は前年

度比11.4％増加し２兆6,678億円である。
純資産については、５兆8,412億円で、前年度比3.2％
増加した。

⑶　農協系統の行う各事業の概況
ア　営農指導事業
　農協は、組合員の農業所得の向上を図るため、作
目別の技術指導、農業経営の指導等を行う営農指導
事業を実施している。
　21事業年度末における１組合平均の営農指導員数
は19.5人である。また、営農指導員のうち耕種、野
菜等の作目別指導に従事するものが多く、農家の経
営指導に従事するものは全体の10.7％となっている。

イ　信用事業
　農協における21度事業年度の貯金残高（譲渡性
貯金を含む。）は84兆2,655億円、貸出金残高は23兆
6,095億円、有価証券（金銭の信託及び買入金銭債
権を含む。）は４兆9,349億円となっている。

ウ　経済事業
　21事業年度における総合農協の販売事業の取扱
高は、４兆2,311億円となっており、そのうち主要
なものは畜産１兆931億円（25.8％）、米9,327億円
（22.0％）、野菜１兆2,298億円（29.0％）、果実4,098
億円（9.6％）である。
　また、購買事業の取扱高は３兆220億円となっ
ており、そのうち主要なものは飼料3,672億円
（12.1％）、肥料3,436億円（11.3 ％）、農薬2,418億円
（8.0％）、農業機械2,419億円（8.0％）、燃料3,835億
円（12.6％）、食料品3,399億円（11.2％）、家庭燃料
1,967億円（6.5％）である。

エ　共済事業
　22年度末の共済事業における長期共済保有契約
高（保障ベース）は、311兆878億円（前年度末320
兆3,310億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、
4,400億円（前年度末4,404億円）となっている。
　一方、共済金支払額は、長期・短期を含めた総額
で、事故共済金9,075億円、満期共済金２兆7,684億
円、合計３兆6,760億円となった。

オ　医療事業
　農協系統組織の医療事業は主として都道県（郡）
厚生農業協同組合連合会が医療施設を開設して行っ
ており、22年度末現在では33都道府県で35連合会が
設置されている。
　同連合会の開設している医療施設数は115病院、
61診療所であり、医療法上の公的医療機関の指定を
受け農協の健康管理活動の補完を行うとともに、農
村地域の医療機関として農家組合員及び地域住民に
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対し、医療の提供を行っている。

２　農業協同組合中央会

　農業協同組合中央会は、農業協同組合及び同連合会
の健全な発達を図るため①組合の組織、事業及び経営
の指導、②組合の監査、③組合に関する調査・研究等
を実施している。
　平成22年度の財務規模（一般会計予算）は、全国
農業協同組合中央会にあっては61億5,103万円、都道
府県農業協同組合中央会にあっては567億3,216万円と
なっている。

３　農事組合法人

　農事組合法人は昭和37年の農協法改正により、農業
生産の協業化を図ることを目的とする農民の協同組織
として制度化されたものであり、22年度末においては
7,933法人（前年度同期7,841法人）となっている。
　このうち、農業に係る共同利用施設の設置又は農作
業の共同化に関する事業を行ういわゆる１号法人の
数は1,636、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数
は1,059、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は
5,238となっている。
　また、作目別にみると単一作目が5,960法人で圧倒
的に多く、複合作目は1,973法人である。単一作目で
は、畜産（酪農、肉用牛、養豚、養鶏等）1,643法人、
普通作（稲等）1,753法人、野菜759法人、果樹463法
人等が多い。

４　農林漁業団体職員共済組合

　農林漁業団体職員共済組合（農林年金）は、農協、
漁協等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象とし
て、職域における年金給付事業等を行うため、昭和34
年１月に設立された我が国の公的年金制度の一つであ
るが、公的年金制度の一元化の一環として、平成14年
４月に厚生年金と統合した。この統合により、農林年
金は職域年金相当部分のみを特例年金として支給する
ために、経過的に存続することとなっている。特例年
金部分については21年11月に政令改正し、平成22年４
月から年金としての受給のほか一時金として受給する
ことが選択できるようになった。（22年度末年金受給
権者数：404,635人）

第11節　農林漁業金融

１　組合金融の動き

　平成22年度に行われた第177回国会（常会）におい
て、中小企業者等及び住宅資金借入者に対する金融の
円滑化を図ることにより、中小企業者等の事業活動の
円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資
金借入者の生活の安定を図ることを目的とする「中小
企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律」の期限を平成24年３月31日まで１年間
延長する法律が成立した（平成23年３月31日公布・施
行）。これにより、農協系統を含めた金融機関におい
て引き続き貸付条件の変更等の措置をはじめとする金
融の円滑化を求めるとともに、事務負担の軽減の観点
から金融機関に義務づけている開示・報告資料につい
て簡素化を図った。
　また、平成23年３月11日に発生した、東日本大震災
に際しては、農協系統金融機関に対し、金融の円滑化
に係る要請を行うとともに、被災地にある農協等にお
いて、農協法等に基づく報告や届出等について、提出
することに相当の事務負担が生じることが想定される
ことから、提出期限の弾力化等を図った。
　以上のような情勢の下、平成22年度の系統信用事業
は、次のような動向となった。

⑴　農協の動き
ア　貯金
　22年度末の貯金残高は85兆8,181億円となり、前
年度末に比べ１兆3,409億円、1.6％増加した。

イ　借入金
　22年度末の借入金残高は2,046億円（このほか日
本政策金融公庫（農林水産事業）から転貸用借入金
2,243億円）となり、前年度末残高（2,162億円）よ
り116億円、5.4％減少した。

ウ　貸出金
　22年度末の貸出金残高は22兆4,095億円（このほ
か日本政策金融公庫（農林水産事業）受託貸付金残
高2,406億円、金融機関貸出11,314億円）となり、前
年度末に比べ3,549億円、1.6％減少したため、貯貸
率は26.9％から26.1％へと減少した。
　また、貸出金残高の短期、長期別の年度間増減
をみると、短期貸出が前年度末に比べ1,901億円、
11.8％減少、長期貸出が4,481億円、1.9％減少となっ
た。
　なお、長期貸出比率は94.0％で、前年度末に比べ
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0.7ポイント増加した。
エ　余裕金
　農協の余裕金（現金を除く。）は、主として信農
連への預け金および有価証券等で運用されており、
その22年度末残高は63兆2,638億円で、前年度末残
高（61兆6,253億円）より16,385億円、2.6％増加した。
　その運用内訳をみると、預け金が58兆2,035億円
で前年度末に比べ16,062億円、2.8％増加し、余裕金

の92.0％を占めた。このうち系統への預け金が57兆
9,383億円で、余裕金全体の91.6％を占めており、前
年度末（91.5％）より0.1ポイント増加した。
　また、22年度末における有価証券保有残高は5兆
521億円と前年度末に比べ388億円（0.8％）増加し
たが、余裕金全体に占める割合は8.1％から8.0％へ
と減少した。（表４）
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表４　農協信用事業主要勘定

⑵　信農連の動き
ア　貯金
　22年度末の貯金残高は53兆3,331億円となり、前
年度末に比べ１兆4,184億円、2.7％増加した。

イ　借入金
　22年度末の借入金残高は8,191億円となり、前年
度末残高（7,150億円）より1,041億円増加した。

ウ　貸出金
　22年度末の貸出金残高は5兆3,591億円（金融機関
貸出を除く）となり、前年度に比べ2,325億円、4.2％
減少した。
　この結果、年度末残高の貯貸率は、10.8％から
10.0％へと減少した。

エ　余裕金

　信農連の余裕金（現金を除く。）は、主として農
林中金への預け金及び有価証券等で運用されてお
り、その22年度末残高は48兆5,732億円で、前年度
末残高（46兆6,755億円）より１兆8,977億円、4.1％
増加した。
　その運用内訳をみると、預け金30兆4,059億円で
余裕金の62.6％を占め、前年度に比べ１兆4,721億
円、5.1％増であった。このうち系統への預け金は
30兆2,970億円で余裕金全体の62.4％を占めており、
前年度（61.8％）より0.6％増加した。また、22年度
末における有価証券保有残高は17兆6,825億円と前
年度に比べ4,413億円（2.6％）増となり、余裕金全
体に占める割合は36.9％から36.4％へと減少した。
（表５）

表５　信農連主要勘定
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⑶　農林中央金庫の動き
ア　預金
　22年度末の預金残高は40兆9,570億円となり、
前年度末（39兆1,087億 円）より１兆8,483億 円
（4.7％）増加した。この預金を預かり先別に見る
と、会員の残高が35兆695億円（前年度33兆3,730億
円）で、１兆6,965億円（5.1％）の増加となった。
　また、会員以外の残高は５兆8,875億円（前年度
５兆7,357億円）で、1,518億円（2.6％）の増加と
なった。なお、預金残高総額に占める会員団体の業
態別の割合は、農協系統が82.5％と大部分を占めて
おり、水産系統3.0％、森林系統0.01％となった。

イ　農林債券
　22年度末の農林債券の発行残高は５兆4,216億円
となり、前年度末（５兆6,117億円）より1,900億円
（3.4％）減少した。
ウ　貸出金
ア　会員貸出
　22年度末の会員貸出残高は2,027億円、前年度
末（2,686億円）より659億円（24.5％）減少し
た。これを団体別に見ると、農協系統は1,646億

円（前年度2,271億円）で625億円（27.5％）の減
少、水産系統が222億円（前年度249億円）で27億
円（10.8％）の減少、森林系統が151億円（前年
度157億円）で６億円（3.8％）の減少となった。
イ　会員以外の貸出
　22年度末の会員以外の貸出残高は13兆7,996億
円となり、前年度末（12兆7,694億円）より１兆
302億円（8.1％）増加した。このうち、関連産業
法人貸出残高は３兆2,400億円（前年度３兆2,755
億円）で、355億円（1.1％）の減少となった。他
方、関連産業法人貸出以外の貸出は、農林水産業
者、公共法人等貸出、金融機関貸出等があるが、
これらの残高は10兆2,536億円（前年度９兆1,488
億円）で、１兆1,048億円（12.1％）の増加となっ
た。

エ　貸出金以外の資金運用については、有価証券や預
け金等により運用されているが、このうち22年度末
の有価証券保有残高は43兆700億円（前年度44兆137
億円）で、9,436億円（2.1％）の減少となった。（表
６）
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表６　農林中央金庫主要勘定

⑷　農水産業協同組合貯金保険機構
　農水産業協同組合貯金保険（貯金保険）機構は、貯
金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭
和48年９月に設立された認可法人である。
貯金保険制度は、信用事業を行っている組合（農協、
漁協等）に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に
対し、機構が保険金の支払い及び貯金等債権の買取
り、資金援助等の措置により、貯金者の保護と信用秩
序の維持に資することを目的としている。
　貯金保険機構が、保険金の支払い等に必要な資金と
して積み立てている責任準備金は、平成22事業年度末
において3,017億31百万円となっている。なお、平成
17年４月以降のペイオフ全面解禁後は、組合の経営破
綻は生じていない。

２　株式会社日本政策金融公庫

⑴　貸付計画及び資金計画
　平成22年度における貸付計画額は、資金需要の実勢
を勘案の上21年度の3,100億円と同額の3,100億円とし
た。資金の区分別の内訳は表７のとおりである。
　22年度の資金交付計画の総額は、21年度の2,700億
円と同額の2,700億円とした。この原資として、財政
投融資特別会計からの出資金20億円、借入金1,700億
円（財政融資資金）、農林漁業信用基金からの寄託金
17億円及び自己資金等963億円（うち財投機関債250億
円）を充当することとした。また、日本政策金融公庫
農林水産業者向け業務の貸付けにより生じる政策コス
トについて、一般会計から補給金222億183万円（21年
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度当初349億5,433万円）の繰入れを予定した。
　なお、22年度末時点の日本政策金融公庫農林水産業
者向け業務に対する政府出資金は3,254億円となって
いる。

表７　日本政策金融公庫貸付計画

⑵　制度改正
　22年度における融資制度の主な改正点は、次のとお
りである。
＜22年度＞
ア　農業改良資金において、貸付主体を都道府県から
株式会社日本政策金融公庫へ移管した。

イ　経営体育成強化資金において、償還負担軽減資金
の貸付適用期限を延長した。

ウ　振興山村・過疎地域経営改善資金において、山村
振興法又は過疎地域自立促進特別法の適用期限まで
貸付適用期限を延長した。

エ　林業基盤整備資金において、造林・間伐に必要な
資金を借り受けたために生じた負債の円滑な支払に
必要な資金を貸付対象に追加した。

⑶　貸付状況
　22年度の貸付額は表８のとおり2,443億円で、貸付
計画額3,100億円を下回った。
ア　経営構造改善関係資金
　22年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみ
ると、農業経営基盤強化資金は1,084億円、経営体
育成強化資金は26億円、漁業経営改善支援資金は63
億円、中山間地域活性化資金は87億円となった。こ
れらの結果、全体としては、1,338億円となった。

イ　基盤整備関係資金
　22年度の基盤整備関係資金の貸付額をみると、農
業基盤整備資金は74億円、担い手育成農地集積資金
は65億円、林業基盤整備資金は106億円、森林整備
活性化資金は４億円、漁業基盤整備資金は13億円と
なった。これらの結果、全体としては、263億円と
なった。

ウ　一般施設関係資金
　22年度の一般施設関係資金の主な貸付額をみる

と、農林漁業施設資金は354億円、特定農産加工資
金は192億円、食品流通改善資金は120億円となっ
た。これらの結果、全体としては、733億円となった。
エ　経営維持安定関係資金
　22年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみる
と、農林漁業セーフティネット資金が109億円と
なった。
オ　災害関係資金
　22年度の災害関係資金の貸付額は、全体として
４百万円となった。

表８　日本政策金融公庫資金貸付額
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à %ÏiÐÑeÒÓÔ �����# "�����

� � � !�

� "����"� "����!�

�Õ
��rsÖv×�ØÙÚ��ÛÜÝÞß��à

¯áÛÞpâx



第７章　経　　営　　局― 188 ―

３　農業改良資金

　本制度は、農業経営の改善を目的として、その自主
性や創意を生かしつつ、都道府県知事から貸付資格の
認定を受けた農業改良措置（新たな農業経営部門へ
の進出、新たな生産方式の導入等）に取り組む際に必
要な資金の無利子貸付けを行うものである。平成22年
度においては、「農業経営に関する金融上の措置の改
善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法
律」により、農業者等にとって使いやすいものとなる
よう、貸付主体を都道府県から株式会社日本政策金融
公庫等に変更（平成22年10月１日から）するととも
に、貸付原資について特別会計から無利子で供給する
方式を、一般会計からの利子補給方式に変更した。さ
らに「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業
の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律」において、償還期間の延長や貸付対象者の拡大等
の特例措置が講じられるとともに、前年度に引き続
き、ホームページを活用した制度や貸付事例等の情報
提供のほか、関係機関の説明会等を通じ、農業者や関
係機関への一層の利用促進を図った。

⑴　融資状況
　平成22年度の実績は590件、80億円で、そのうち、
10月１日から貸付主体となった株式会社日本政策金融
公庫等の実績は542件、77億円となった。

⑵　農業改良資金の予算及び決算
　平成22年度における農業改良資金利子補給金の当初
予算額は7,840万円に対し、決算額は1,222万円となっ
た。

４　農業近代化資金

　農業近代化資金制度は、昭和36年に創設されて以
来、農業者等の農業経営の近代化に資することを目的
に、都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成す
ること等により長期かつ低利な施設資金等の円滑な供
給に努めてきたところであるが、三位一体の改革に
より、17年度以降は、都道府県に対する国の助成を廃
止・税源移譲し、都道府県の責任において、かつ自主
的な判断の下で事業を実施している。
　22年度においては、22年度中に新たな資金を借り入
れる認定農業者に対して、公募により選定された団体
からの利子助成により金利負担軽減措置を実施してい
る。

⑴　融資状況
　22年度の融資実績は355億円（21年度469億円）で、
承認件数は4,557件となった。（表９）

表９　農業近代化資金利子補給承認状況

⑵　融資残高
　22年12月末の融資残高は2,145億円（うち国枠中金
融資分26億円）となった。

⑶　農業近代化資金の予算及び決算
　22年度における農業近代化資金利子補給金の当初
予算額は1,147万７千円であり、補正後の予算額475
万１千円に対し決算額は465万３千円となった。（表
10）

表10　農業近代化資金の予算額及び決算額

５　農業経営改善促進資金

　農業経営改善促進資金制度は、経営感覚に優れた効
率的・安定的な経営体の育成に資するため、農業経営
基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた
農業者に対して、計画に即して規模拡大その他の経営
展開を図るために必要な短期運転資金を、農協系統金
融機関等を通じて極度貸付方式等で供給することを目
的として、６年度に創設された。
　本資金制度の仕組みは、（独）農林漁業信用基金に
造成される国の出資金等による全国低利預託基金並び
に都道府県農業信用基金協会に造成される都道府県低
利預託基金をベースとして、基金協会が農協等の融資
機関に低利預託を行い、融資機関が四倍協調で短期運
転資金を融通する仕組みである。

融資状況
　22年度末の融資状況は、融資枠2,000億円に対して
極度契約額は192億円（21年度178億円）で、その融資
残高は121億円（21年度114億円）となった。
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６　農業信用保証保険

　農業信用保証保険制度は、農業近代化資金その他農
業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協
同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸
付けについてその債務を保証することを主たる業務と
する農業信用基金協会の制度及びその保証等につき
（独）農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を
確立し、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営
の改善に資することを目的とする制度である。
　22年度においては、銀行等民間金融機関からの農業
者等に対する資金の円滑な融通が行われるよう、金融
機関の農業者等向け融資に係る保険を（独）農林漁業
信用基金が直接引き受ける融資保険の対象金融機関に
銀行、信用金庫及び信用協同組合を追加するため、農
業信用保証保険法の一部改正を行った。

⑴　農業信用基金協会の業務概況
　22年度末の債務保証残高は６兆8,384億円（農業近
代化資金1,662億円、農業改良資金50億円、就農支援
資金163億円、一般資金等６兆6,509億円）で、前年度
末の６兆8,797億円に対し413億円の減少となった。
　また、22年度中に基金協会が代位弁済を行った金額
は154億円で、前年度の174億円に比べ20億円減少した。
　この結果、22年度末の求償権残高は1,027億円となっ
た。

⑵　（独）農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）
　22年度末の保険価額残高は、保証保険３兆4,982億
円、融資保険106億円で、前年度末の保証保険３兆
5,966億円、融資保険84億円に対し、984億円の減少及
び22億円の増加となった。各基金協会に貸し付けた融
資資金の残高は、長期資金491億円で、前年度末と同
額となった。
　また、22年度において基金協会等に支払った保険金
の額は60億円で、前年度の61億円に対し１億円減少し
た。
　この結果、22年度末の支払保険金残高は980億円で、
前年度の949億円に対し31億円の増加となった。

（参考）全国農協保証センターの業務概況
　22年度末の再保証引受額及び保証引受額は4,610億
円（前年度6,174億円）、再保証残高及び保証残高は
４兆408億円（前年度３兆9,599億円）となった。

⑶　農業信用保証保険関係の予算と決算
　22年度においては、（独）農林漁業信用基金の財務
基盤を強化するための予算として８億5,945万５千円
（決算額８億5,945万５千円）を交付した。また、運転
資金について無担保・無保証人の特別保証枠を設定
し、農業信用基金協会が行う債務保証の引受基盤を
強化するための資金として3,588万１千円を交付した
（表11）。
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表11　農業信用保証保険関係の予算額及び決算額

第12節　農業災害補償制度

１　概　　　要

　農業災害補償制度は、家畜保険法（昭和４年法律第
19号）と農業保険法（昭和13年法律第68号）を統合整

備し、昭和22年12月15日法律第185号をもって制定さ
れた農業災害補償法に基づくもので、農業者が不慮の
事故によって受けることのある損失を補填し農業経営
の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的
としている。
　共済事業の種類は、国が再保険を行うものとして、
農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園
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芸施設共済があり、国が再保険を行わないものとして
任意共済がある。
　共済事業の種類及び共済目的（対象となる作物等）
は、表12のとおりである。
　事業の実施体制は、農業共済組合又は共済事業を
行う市町村（以下「組合等」という。）が元受けを行
い、組合等の負う共済責任の一部を都道府県の区域ご
とに設立されている農業共済組合連合会（以下「連合
会」という。）の保険に付し、更に、その保険責任の
一部を国の再保険に付すという３段階制によって構成
されている。（地域の意向を踏まえ、都道府県の区域
の組合と国との２段階制による事業実施も可能。）
　また、連合会及び組合等（以下「農業共済団体等」
という。）の保険事業及び共済事業の健全な運営を図
るため、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補
償関係業務（国の出資38億円、連合会等の出資18億
円）により、農業共済団体等に対し、共済金及び保険
金の支払財源が不足する場合に融資を行っている。

表12　共済事業の種類及び共済目的
共済事業の種類 　　　　共済目的
　　　　　　　　　　 （対象となる作物等）
農作物共済事業 水稲、陸稲、麦
家畜共済事業 牛、馬、豚
果樹共済事業 うんしゅうみかん、なつみかん、い

よかん、指定かんきつ、りんご、ぶ
どう、なし、もも、おうとう、び
わ、かき、くり、うめ、すもも、キ
ウイフルーツ、パインアップル

畑作物共済事業 ばれいしょ、大豆、小豆、いんげ
ん、てん菜、さとうきび、茶、そ
ば、スイートコーン、たまねぎ、か
ぼちゃ、ホップ、蚕繭

園芸施設共済事業 特定園芸施設、附帯施設、施設内農
作物

任意共済事業 建物、農機具その他上記以外の農作
物等

（注）　１　農作物共済事業及び家畜共済事業は、原則とし
てその実施が義務付けられている。他の事業は、
地域の実態に応じて実施する。

　　　２　果樹共済事業には、果実の損害を対象とする収
穫共済と樹体の損害を対象とする樹体共済とがあ
る。

　　　３　指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、ネー
ブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうか
ん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩
柑、ゆず及びはるみを総称したものである。

　　　４　特定園芸施設とは、施設園芸用施設のうちその
内部で農作物を栽培するためのプラスチックハ

ウス及びガラス室並びに施設園芸用施設のうち
気象上の原因により農作物の生育が阻害されるこ
とを防止するためのプラスチックハウス及びプ
ラスチックハウスに類する構造の施設（雨よけ施
設等）をいう。また、附帯施設及び施設内農作物
は、特定園芸施設と併せて加入することができる。

　　　５　任意共済事業は、農業共済組合及び農業共済組
合連合会が自主的に行う事業であり、国の再保
険、共済掛金国庫負担等の助成措置は行われてい
ない。また、任意共済事業として現実に共済目的
になっているものは、建物と農機具のみである。

２　制度の運営

⑴ 平成22年度における被害の発生状況及び被害に
対して講じた処置

　平成22年度は、春先の低温・日照不足と初夏からの
異常な高温という対極的な気象状況が原因となって、
広範な作物で大きな被害が発生したほか、12月下旬か
ら２月にかけては、北海道・東北及び山陰地方におけ
る断続的な大雪、１月には、宮崎県、鹿児島県におけ
る霧島山（新燃岳）の噴火の影響による農作物等の被
害が発生した。
　また、３月には、東日本大震災が発生し、東北地方
を中心とした広い範囲において津波等による農作物等
の被害が発生した。
　被害の発生に対し、以下のとおり通知等を発出し、
損害防止対策や事後対策の実施について組合員等への
周知を図るとともに、確実な被害申告や的確な損害評
価の実施、また、共済金の早期支払体制の確立等につ
いて農業共済団体等に指導した。
ア　４月中旬の北海道、東北、北陸地域における低温
による農作物への被害が懸念されたことから「凍霜
害に係る迅速かつ適正な損害評価の実施、共済金の
早期支払等について」（保険監理官通知（平成22年
４月９日付け22経営第109号））を発出した。

イ　年末年始にかけて西日本の日本海側で記録的な大
雪になるなど、大雪等により各地で被害が生じてい
る状況を踏まえて設置された「今冬期の大雪等への
対策に関する関係省庁連絡会議」において、国民の
安全・安心への要請に応えるため、政府として一丸
となって総合的かつ積極的な対策を推進することが
申し合わされたことを受け、「大雪等による被害に
係る迅速かつ適正な損害評価の実施及び共済金の早
期支払等について」（保険監理官通知（平成23年１
月24日付け22経営第5678号））を発出した。

ウ　宮崎県、鹿児島県県境にある霧島山（新燃岳）が
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噴火した影響により農作物等の被害が発生したこと
を踏まえ、「宮崎県、鹿児島県における霧島山（新
燃岳）の噴火による被害に係る迅速かつ適切な損
害評価の実施、共済金の早期支払等について」（保
険監理官通知（平成23年１月28日付け22経営第5863
号））を発出した。

エ　３月に発生した東日本大震災への農業共済の対応
として、「東北地方太平洋沖地震等の被害に伴う農
業共済の対応について」（保険課長・保険監理官通
知（平成23年３月31日付け22経営第7389号））を発
出した。

⑵　農林漁業保険審査会
　農林漁業保険審査会（会長　山下友信）は、農業災
害補償法第144条の規定に基づき設置されており、農
業災害補償法、森林国営保険法（昭和12年法律第25
号）、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）及び
漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）により、当
該審査会の権限に属させた事項を処理する。
　農林漁業保険審査会には、農業共済再保険部会、森
林保険部会、漁船再保険部会及び漁業共済保険部会の
４部会が置かれており、審査事項は、それぞれの保険
等について、政府を相手として提起する訴えに関する
審査である。

⑶　家畜共済の料率の一般改定
　料率改定期に当たる家畜共済の共済掛金標準率の算
定方式について、農林水産大臣が食料・農業・農村政
策審議会（農業共済部会）に諮問したところ、諮問し
た算定方式を適当と認める旨の答申がなされた。
　これを受け、平成23年３月１日付け農林水産省告示
第488号をもって共済掛金標準率等が告示され、平成
23年４月１日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済
の共済関係に適用することとされた。

３ 農業共済団体等の組織の現状及び運営指
導等

⑴　農業共済団体等の組織の現状
　農業共済団体等の組織の現状は、平成22年４月１日
現在で組合等数258、うち組合204、共済事業を行う市
町村54となっている。農業共済事業の効率的・安定的
運営を図るとともに、事業運営基盤の充実強化を目的
として、昭和45年度から組合等の広域合併を推進する
事業が実施されており、その結果、事業区域の広域化
が進展し、市町村の区域より広い組合等数は226（う
ち郡の区域を超える組合等数は172）となっている｡

⑵　運営指導
　平成22年４月15日に都道府県主管課長及び農業共済

担当者を集め、22年度における農業共済事業の運営方
針について説明し、組合等に対する指導を指示した。
また、同日、連合会等参事を集め、農業共済事業の適
正・円滑な実施について指示した。
　そのほか、事業別や地区別に都道府県及び連合会の
担当者を集めた会議、組合等に対する検査の的確な実
施を図るために検査を担当する都道府県職員を対象と
した検査担当職員中央研修等、種々の会議・講習会を
実施した。

⑶　団体等への助成
　農業災害補償法に基づき行う共済事業及び保険事業
に関する基幹的な事務を行うのに要する人件費、庁費
などの経費を農業共済事業事務費負担金として負担し
ており、農作物共済、畑作物共済、果樹共済及び園芸
施設共済の損害評価を実測調査等により実施するため
の経費を農業共済事業特別事務費補助金として、現行
の損害評価員による把握の方法に代え、衛星画像を活
用した新たな損害評価方法を確立するための経費を農
業共済事業運営基盤強化対策費補助金として農業共済
団体等に補助している。平成22年度における交付実績
は、全都道府県42連合会204組合で、農業共済事業事
務費負担金418億8,515万円、農業共済事業特別事務費
補助金１億169万円、農業共済事業運営基盤強化対策
費補助金２億5,035万円となっている。

４　事業の実績（任意共済事業を除く）

⑴　農業共済への加入状況
　平成22年産（度）の各事業を通じての延加入数は
2,222千戸であり、総共済金額は２兆5,502億円となっ
ている。
　また、引受率は、水稲にあっては92.9%、麦にあっ
ては95.6%、乳用牛等にあっては91.2%、肉用牛等に
あっては68.8%、肉豚にあっては20.3%、果樹にあって
は25.5%、大豆等の畑作物にあっては64.5%、園芸施設
等にあっては48.2%となっている。

⑵　共済掛金の国庫負担等
　共済掛金は合計で1,132億円であり、このうち国庫
負担は564億円、農家負担は567億円、平均国庫負担割
合は50％となっている。共済掛金国庫負担割合は、農
作物共済における麦については２段階の超過累進制
（基準共済掛金率3％を境に50％と55％）をとってお
り、その他は定率で、畑作物は55％（蚕繭は50％）、
豚40％、その他の作目（水稲、果樹等）については
50％と定められている。

⑶　共済金の支払状況
　平成22年産（度）において、災害のため農家に支
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払った共済金は合計で1,147億円（平成23年９月末現
在）であった。

⑷　農業共済再保険特別会計
　この会計は、平成19年度から特別会計に関する法律
（平成19年法律第23号）に基づき、国の行う農業共済
再保険事業を経理するためのものであり、再保険金支
払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施
設勘定及び業務勘定の６つの勘定に区分されている。
　平成22年度の各勘定における収支の概要は、次のと
おりである。（計数は単位未満切捨てによる。）
ア　再保険金支払基金勘定
　当勘定の収入は、前年度繰越資金受入257億8,404
万円、預託金利子収入1,917万円の合計258億322万
円、支出124億3,569万円（農業勘定へ繰入122億
9,772万円、果樹勘定へ繰入１億3,796万円）、差引
133億6,752万円の剰余となる。この剰余金は、翌年
度の歳入に繰り入れることとして決算を結了した。

イ　農業勘定
　当勘定の収支は、収入313億6,271万円、支出307
億5,115万円、差引６億1,155万円の剰余となるが、
未経過再保険料に相当する額１億1,635万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
４億9,520万円の剰余となる。この剰余金は、再保
険金支払基金勘定へ繰り入れることとして決算を結
了した。

ウ　家畜勘定
　当勘定の収支は、収入413億3,109万円、支出312
億3,615万円、差引100億9,494万円の剰余となるが、
未経過再保険料等に相当する額102億9,675万円は翌
年度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
２億181万円の不足となる。この不足金は、積立金
から補足することとして決算を結了した。

エ　果樹勘定
　当勘定の収支は、収入48億9,334万円、支出32億
6,713万円、差引16億2,621万円の剰余となるが、
未経過再保険料に相当する額17億1,277万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
8,655万円の不足となる。この不足金は、補足すべ
き積立金がないので、このまま決算を結了した。

オ　園芸施設勘定
　当勘定の収支は、収入39億5,438万円、支出26億
5,511万円、差引12億9,926万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額12億7,551万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
2,375万円の剰余となる。この剰余金は、積立金と
して積み立てることとして決算を結了した。

カ　業務勘定
　当勘定の収入は、一般会計より受入９億6,827万
円、雑収入等６万円の合計９億6,834万円、支出は
業務取扱費９億6,833万円であり、差引6,619円の剰
余となる。この剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れ
ることとして決算を結了した。

⑸ 独立行政法人農林漁業信用基金（農業災害補償関
係業務）の事業実績

　平成22年度における独立行政法人農林漁業信用基金
（農業災害補償関係業務）の事業実績は次のとおりで
ある。
ア　自己資金
　当期自己資金は、資本金56億円、積立金等20億
9,204万円の計76億9,204万円であった。

イ　貸付
　貸付金総額は、前年度より繰り越された24億
1,745万円と、当期中に貸し付けた92億1,439万円の
計116億3,184万円であり、貸し付けた農業共済団体
等数は実数９、貸付件数は17件であった。

ウ　回収
　回収金総額は103億5,324万円であった。この結
果、当期末における貸付金残高は12億7,860万円と
なった。

エ　当期損益
　当期における収入総額２億3,903万円に対し、支
出総額は１億2,323万円で差引１億1,580万円の損失
であった。


